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出席議会事務局職員 
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長あいさつ 

  ３．審査事項 

   〔建設部〕 

    ・建設部長あいさつ 

   〔都市計画課〕 

    ・議案第１３号 平成２２年度那須塩原市一般会計予算 

   〔都市整備課・西那須野支所建設課〕 

    ・議案第１３号 平成２２年度那須塩原市一般会計予算 

   〔道路課〕 

    ・議案第１３号 平成２２年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第３６号 那須塩原市道路占用料徴収条例の一部改正について 

    ・議案第３７号 那須塩原市法定外公共物管理条例の一部改正について 

    ・議案第４９号 市道路線の認定及び廃止について 

   〔建築指導課〕 

    ・議案第１３号 平成２２年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第３０号 那須塩原市手数料条例の一部改正について 

   〔区画整理課〕 

    ・議案第１３号 平成２２年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第２０号 平成２２年度那須塩原市土地区画整理事業特別会計予算 

  ４．その他 

  ５．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○磯飛委員長 おはようございます。 

  本日招集となりました建設水道常任委員会にご

出席を賜り、ありがとうございます。 

  本定例会において、当常任委員会に付託されま

した案件は、予算案件が５件、条例案件４件、そ

の他の案件１件の計10件であります。委員各位に

おかれましては、慎重なるご審議のもとに、従前

同様の円滑な進行へのご協力をお願い申し上げま

して、ごあいさつとさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

  それでは、座ったままで失礼をさせていただき

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建設部の審査 

○磯飛委員長 これより審査事項に入ります。 

  まずは建設部長のごあいさつをお願いいたしま

す。 

○田代建設部長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１３号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 それでは、ただいまから都市計画課

の審査を行います。都市計画課の皆さん、ご苦労

さまです。 

  議案第13号 平成22年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  山口都市計画課長。 

○山口都市計画課長 （議案第13号について説 

 明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  関谷委員。 

○関谷委員 それでは92ページの４項１目の、先ほ

どの景観審議会に関してでありますけれども、こ

れは申請があった折の開会ということであるのか、

定期的な開会を予定しているのか、その辺のとこ

ろをお伺いします。 

  それから、その下の屋外広告物禁止区域の周知

用の看板設置、これ委託料での計上でありますけ

れども、その内容について伺います。 

  以上です。 

○磯飛委員長 山口都市計画課長。 

○山口都市計画課長 景観審議会の開催でございま

すが、内容的には今回、年２回ほどを見込んでご

ざいます。 

  まず、最初でございますので委員会をまず招集

して、委員を任命した中でもって第１回を開催す

るということと、景観計画等につきましてご説明

を若干させてもらいたいと考えてございますが、

定期的に開くという考え方ではなくて、案件があ

れば内容的には開くという考えをしてございまし

て、景観法、あるいはその景観条例等の案件がで

きた場合に開催をするというふうに考えてござい

ます。 

  あと、屋外広告禁止区域の周知看板でございま

すが、これらにつきましては大田原・高林線が現

在禁止区域でございますけれども、経過措置があ

りまして、現在看板が立ってございます。22年度

以降…… 

〔「禁止区域は20年度でしょう」と言う人

あり〕 

○山口都市計画課長 23年までが経過措置で看板が
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かけられているという状況ですけれども、その後

は当然、禁止区域でもって既になっているところ

でございますので、改めて禁止区域になりますよ

ということを周知してということで、50㎝四方の

看板を３カ所程度設置したいということで考えて

おります。これらにつきましては、場所的にはイ

ンター周辺の前後に設置をしたいと考えてござい

ます。中身的には、ここは屋外広告物禁止区域で

す、地域ですということで、下に那須塩原市とい

う文言が入るというような形になってございます。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 審議会のほうは、案件があった折とい

うことで、まずは委員会設置での１回、そのほか

１回ということでの見込みということで、これは

予想もつきづらいことでしょうから、了解としま

す。 

  それから看板は、これは委託料で計上する考え

方というか、どういう発注の形態になっているの

か、そこだけもう一度確認させてください。 

○磯飛委員長 山口都市計画課長。 

○山口都市計画課長 内容的には委託料ということ

でございますが、実質的には屋外広告の看板とい

うことでございますので、主たる部分が看板の設

置と、それから広告物の看板、意匠といいますか、

そういう部分を含んでおりますので、内容的には

看板をつくると、制作というものがほとんど主で

あろうというとり方をしておりまして、業務委託

という形でもって実施したいと考えております。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 看板を設置する土地なり、例えば木な

り電柱なり、設置する所有者との関係については

どうなるのでしょうか。 

○磯飛委員長 山口都市計画課長。 

○山口都市計画課長 内容的には、場所にもよりま

すけれども、具体的にまだこの場所ということを

決めてございませんが、基本的にはできる限り支

障のない、ならないような場所ということになる

かと思いますが、当然民地ということも想定され

ると思います。そういう部分については、借りる

ということもでるのかなと思いますが、基本的に

はまだその辺の実際の実施、埋設する場所という

ものはちょっと考えておりませんので、今後とい

うことに考えております。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 了解です。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 ４項１目の、202事業の中の委託料の

立ち木伐採について、多分きのうの質疑の中のあ

れかなと思うのですけれども、これがどのぐらい

の数と場所なのか。 

  あと、工事請負費の雨水は場所がどの辺なのか、

ちょっとわかりましたらお願いしたいと思います。

２点ばかり。 

○磯飛委員長 山口都市計画課長。 

○山口都市計画課長 まず、立木伐採のほうでござ

いますが、これは高柳と石林の２カ所になってご

ざいます。道路外に出ています住宅、宅地側に伸

びている支障がある枝木の部分を伐採するという

形でございます。 

  あと、雨水浸透層のしゅんせつにつきましては、

埼玉地内ということで１カ所考えております。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 そうすると、立木伐採の件ですけれど

も、民間に流れているとか、これは個人でやるの

ではなくて市のほうでやる、市の土地がそこにあ

るからという形ではなくてどういう理由なのか、

ちょっと。 

○磯飛委員長 山口都市計画課長。 

○山口都市計画課長 開発行為で帰属した部分の緑

地、あるいは浸透池ということですので、内容的
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には那須塩原市の持ち物になってございます。当

然、そこにも木が生えてくる自然の状況がござい

ますので、枝が伸びてくるというようなことが一

つありまして、日常的な草刈りと、あるいはごみ

拾いも含め、なるべく地元の分はお願いするとい

う状況ではございますが、当然そういうその枝が

出てきまして、どちらかといいますとその近辺に

住宅が張りついているような箇所ですね、市の土

地から出てきて結構大きくなってきておりまして、

苦情等がございます。その場合に、一番ひどいよ

うな箇所につきましては、市のほうでもってその

部分を伐採するというような状況になっておりま

す。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 その枝を伐採するに当たっての委託と

いうことは、これは民間なのか、それとも市でや

っているシルバー人材に委託するのか。 

○磯飛委員長 矢部開発指導係長。 

○矢部開発指導係長 今までの例ですと、シルバー

に委託したところもありますし、それから森林組

合に、あとは一般の工事業者に委託したことがあ

ります。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 了解しました。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

○植木委員 ちょっと関連ですが、いいですか、す

みません。 

○磯飛委員長 植木委員。 

○植木委員 今の若松委員の質問、立ち木の伐採の

関連ですが、高柳、石林地内で市の所有の土地か

ら木の枝が伸びて、周辺の住宅に影響を及ぼして

いると、そういうことですよね、答弁の内容だと。

そうすると、具体的に市の所有になっているのは

公園か、どこの辺ですか。それがちょっと私、頭

の中で、石林、高柳で浮かばないのですよ。 

○磯飛委員長 山口都市計画課長。 

○山口都市計画課長 実はですね、石林、それから

高柳があるのですが、高柳のほうは一部やってお

り、これは具体的にいいますと総合グラウンドで

すね、長寿センターのわきのグラウンド、あの下

に日新開発が開きました大きな、結構な分譲地が

ありまして、あそこはちょっとほかの地区と違い

まして、浸透層の部分が結構広いのですね。そこ

に緑地帯的な樹木があったりしまして、去年は一

部日をかえてやりましたが、その部分のところが

結構あるということと、あと石林、これは蕪中川

の乃木農場をずっと石林のほうに降りてきまして、

蕪中川の左は橋になって、乃木さんの後ろ側にこ

うまっすぐ下がっていく、大高に行く道があると

思うのですが、あそこの蕪中川をわたった左側が

日興団地ですか、あそこにはえらい緑地がありま

す。その周辺がほとんど緑地で、市の帰属になっ

ていると、ちょっと何年かの間に倒木などの被害

が出た状況がありますが、あそこの立ち木等が結

構いろいろ地元ではクレームが出ていまして、や

むを得ない部分だけというような形の中で一応対

応したいというような部分のところが含まれてい

るということでございます。 

○磯飛委員長 植木委員。 

○植木委員 ありがとうございました。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  平山委員。 

○平山委員 先ほどの看板の件ですけれども、あれ

は今まであったところじゃなくて、新たに設置す

る部分…… 

〔「今回の看板」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 山口都市計画課長。 

○山口都市計画課長 今回の周知看板につきまして

は、新たに設置をするということでございます。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第13号 平成22年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり承認することで異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

  以上で、都市計画課の審査を終了いたします。

ご苦労さまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時２１分 

 

再開 午前１０時２２分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市整備課の審査 

○磯飛委員長 休憩前に引き続き、委員会を開きま

す。 

  ただいまから、都市整備課の審査を行います。

担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１３号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 それでは、議案第13号 平成22年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  小池都市計画課長。 

○小池都市計画課長 （議案第13号について説

明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  君島委員。 

○君島委員 まず１つ目につきましては、公園費の

なかで、きのうの質疑の中で委託料の立木伐採、

これにつきまして東那須野公園の東側、立木の伐

採がここの委託料で入っていますというような説

明があったと思うのですが、今、課長のほうから

の説明ですと、補償費のほうであるものも東那須

野公園のものだというような、立木に対する補償

だということになりますが、補償費そのものとい

うのは、もう伐採の費用が含まれていると私は理

解していたのですけれども、補償費は補償費で出

したほかに、伐採は市のほうでやるという考え方

なのかどうかという部分がまず１つお聞きしたい

のと、それからこれは先ほど西那須野地区まちづ

くりで説明があった中で、このＴＭＯ関係ですか、

これでソフト事業をやるという場所については、

この矢印がいっているところと理解してよろしい

のかどうか。というとかなり狭い、西那須野では

狭いところ、通学路か何かになって、４号線の歩

道橋があるところの下のところだと思うのですけ

れども、ここにこういう事業を持ってくるのかど
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うかということの２点をちょっとお聞きしたいの

ですが。 

〔「１点目は私のほうから」と言う人あ

り〕 

○磯飛委員長 田代建設部長。 

○田代建設部長 東那須野公園の立木関係につきま

しては、通常の道路補償、道路での補償というこ

とではなくて、通常の道路補償、道路の立木補償

ですと、伐採込みで補償費を払って地権者のほう

で切ってもらうというのが通常ですけれども、今

回の場合は、うちのほうで一応お願いしてその木

を切るという形になりますので、そうすると通常

の道路補償の立ち木でいきますと補償費、伐採込

みでいきますと大体補償費はゼロになってしまう

のですね。ゼロか、地権者のほうがプラスで切ら

なくてはならないということになってしまうので、

そうすると切ってください、あとは自分でやって

くださいということではいかないので、木自体の

値段を出しまして、それをうちのほうで買い上げ

るという形で補償するということで、地権者のほ

うへは木の値段が残る、伐採についてはうちのほ

うでやるということで、委託料の立木伐採という

項目がありますけれども、その中に250万ほど森

林組合等に委託するお金を入れているということ

で、そんな金がかかっていかないと協力はいただ

けないのかなということです。 

○磯飛委員長 若目田建設課長。 

○若目田建設課長 まちづくり交付金事業につきま

しては、西那須野地区中心市街地活性化基本計画

というのがございまして、その中でそのエリアを

定めております。それに基づきまして、この事業

をやるには都市再生整備計画を立てまして、イコ

ールになるわけですけれども、この赤の区間、太

枠の272haほどございますが、このエリアの中で

こういったソフトの事業を展開していくというこ

とになります。 

  以上でございます。 

○磯飛委員長 君島委員。 

○君島委員 まちづくりはわかったのですけれども、

そういう場合の支出の方法が補償費で妥当ですか。

市のほうで立木を買い上げるということになると、

何か、例えば備品ではないでしょうけれども、何

か物を買うという形の予算づけじゃないとおかし

くならないですかね。ただ、これで見ると、さっ

き今、部長が言っている意味合いもわかるのです

けれども、通常ですと補償費の中に伐採の費用も

含まれているよというのが通常であるので、伐採

分を上乗せして払っているような感じにとれてし

まうのですよね。だから、その言っている意味合

いからして、立木を買うのであれば補償費じゃな

くて違う節の部分、立木を買うところですね。公

有財産みたいなものを買う形の中で入っていって、

立木を買いました、買ったので伐採は市でやりま

すよと、公有財産購入みたいなところが計上され

ていてするというのであればわかるのですけれど

も、補償費の中に入れて委託で伐採もかけますよ

ということだと、何か二重に払っているような感

じにとれるのですが。 

○磯飛委員長 田代建設部長。 

○田代建設部長 ですから、その補償費の中には伐

採の補償は入らないと、丸々木の値段ということ

で、その立ち木については補償してうちのほうで

処分するか、本人がほしいと言ったらあげる形に

なるかと思うのですけれども、そんな形で、備品

購入というふうなあれではないので、一応立ち木

について補償して処分しますよという形でいくと、

ここの補償、補てんというか、そこにしか項目的

には入らないのかなというふうに考えているので

すけれども。 

○磯飛委員長 君島委員。 
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○君島委員 さっきも言ったように、公有財産購入

とか何とかという形とか、消耗品みたいなものを

買うとかという、何か物を買うという対象であれ

ばいいですけれども、補償、補てんということは

あくまでも相手に与えた損失を補償するものであ

って、物を買う、部長の説明はどうも買うのだか

らこの金額だ、いろいろ買うっていうと節が違う

ような気がするのですよね。 

○磯飛委員長 小池都市整備課長。 

○小池都市整備課長 担当課としての考え方はその

機能を補償するということで、木そのものを、い

わゆる全く関係ない方々の木を所有しているもの

を切ることを協力いただくと、その切ることにつ

いての滅失させることへの補償ということですか

ら、考え方としてはそういう考え方でご理解いた

だきたいなと、あくまでもその伐採までというこ

とになりますと、なかなかご本人たちも協力して

いただけないという部分もありまして、ちょっと

お願いする立場からするとそういうような形でや

らせていただきたいなということでご理解いただ

ければありがたいと思うのですが、なかなか無理

に切らせてもらう部分があるものですから、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○磯飛委員長 植木委員。 

○植木委員 すみません。先ほど、まちづくり事業、

94ページのご説明をいただいたのですが、こちら

の資料についてのご提示いただきまして、大変見

やすいと思っていますが、以前にもご説明はあっ

たかとは思うのですが、この基幹事業、道路がご

ざいますね、そすい通り線とそれから扇町786号

線、これの道路の取りつけというか計画の概要と

いうのはどのようになっているか、それを聞きた

いです。幅がどの程度になって、いわゆる歩道が

どの程度になってですね。 

  それと、95ページに物件移転補償ということで

１億四千六百何がしかの数字が計上されています

が、これ何件ぐらいを物件補償として予定してい

るのか、あるいはスムーズに問題がなくいきそう

なのか、その辺も含めてちょっとお伺いしたいの

ですが。 

○磯飛委員長 若目田建設課長。 

○若目田建設課長 それでは、工事の概要ですけれ

ども、桜通りにつきましては12.5ｍの幅員でござ

いまして、歩道は両側に2.5から３ｍの両側に歩

道がつきまして、あとは車道が２ｍ75の２車線で

すので5.5ｍ、それに路肩という形になりますが、

その延長としましては約300ｍになります。 

  あともう１カ所、扇町786号線ですが、これに

つきましては現在の計画では道路幅８ｍというこ

とで計画しておりまして、それから片方３ｍの歩

道がございまして、あとは車道ということで、全

幅で８ｍ、延長で115ｍを予定しております。 

  ただ、大体用地幅が９ｍぐらいの用地なもので

すから残りが出てしまいますので、それにつきま

しては今後の詳細設計の中で検討したいと考えて

おりますが、現在は一応８ｍということになりま

す。 

  あと、補償のほうでございますが、これにつき

ましては建物の補償ということで４件考えており

まして、まだ正式にどこをやるということでは決

定はしていないのですが、予定の中ではアクアス

の北側というか、高校の上の変則の交差点のほう

から、上のほうから進めたいなと思っております。 

  あとは、用地のほうはどうなのかという話でご

ざいますが、正直申し上げますと１件、あそこに

マンションがございまして、独身のマンションが

ありまして、あのマンションは区分所有というこ

とで約33名になっています。そういった中で、建

物自体はかからないのですが、敷地約２ｍかかり

まして、階段ぎりぎりですけれども、それで区分
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所有ということで、土地もそれぞれの方が共有で

持っているということになりますと、全員の同意

が必要ということで、現在その協力をいただく事

務を進めているところでございます。 

○磯飛委員長 植木委員。 

○植木委員 そうすると、現在のそすい通りの道路

は６ｍぐらいになっているのですかね、すると何

ｍぐらい現在の道路から拡幅される計画になって

いるのか。 

  それと、この扇町通りもやはり同じですが、現

在何ｍで、この拡幅後８ｍになるということなの

か、するとどの程度の拡幅幅が出てくるのか。ど

っちも住宅地で、両方道路サイドにびっしり家が

建っていると思うのですが、その辺何というか、

いわゆる今言ったマンションの部分の問題だけで

済むのかどうなのか、その辺の見通しも含めてち

ょっとお願いします。 

○磯飛委員長 若目田建設課長。 

○若目田建設課長 そすい通りにつきましては、11

ｍで都市計画決定をしておりまして、都市計画決

定のラインが、ただいま申しましたマンション側

のほうに入る計画になっておりまして、現在の道

路から約２ｍ中に入る計画になっております。し

たがいまして、今回の事業は片側だけ広げて約

12.5ｍで整備をするわけですが、もともとは今の

道路は大体10.5、そすいはあそこに流れています

ので、それも含めて10.5ですから約２ｍの拡幅と

いうことになると思います。 

  それと786号線ですが、これにつきましては、

現在建物は建っていなくて空き地になっておりま

す。したがいまして…… 

〔「コタキさんの横の空き地になっている

ところです」と言う人あり〕 

○若目田建設課長 細長く、小滝肥料店のある裏側

ですね、道路としましては新設というような形に

なります。 

○磯飛委員長 植木委員。 

○植木委員 ちょっとこちらのほうは道路を勘違い

しておりました。いわゆる小学校の入り口のほう

の部分の道路かなと思ったのですが、小滝肥料店

のこっち、ちょっと南側のところの、あそこは何

も家がなくなっているところみたいです。 

  それと、こちらのほうは大体大枠で、あとは細

かいことは後で聞きますのでわかりました。 

  それともう１つ、この関連事業で、駅前から、

通称塩原街道と私たち言っていたのですが、県道

西那須野停車場線ですか、現在のちょうど関谷議

員の自宅のあたりまでちょっと伸びてきそうな計

画になっているそうですが、こちらのほうの概要

についてもちょっとご説明いただいてよろしいで

すか。わかる状況の中でいいです。 

○磯飛委員長 若目田建設課長。 

○若目田建設課長 これは県事業ですので、わかる

範囲内でお答えしたいと思うのですが、先ほど地

元に対しまして説明会を行いました。その中での

話ですと、用地買収につきましては約80％完了し

たということで、平成22年度につきましては引き

続き用地の買収と補償ですね、これをやると。23

年から25年にかけて３カ年で工事のほうを進めた

いと。工事をやる場所については、まだどこから

やるかというのが決定はしていないということで

すので、それにつきましてはちょっとわからない

ということでございます。 

○磯飛委員長 植木委員。 

○植木委員 ありがとうございました。 

○磯飛委員長 ほかにございますか。 

  平山委員。 

○平山委員 今のところですけれども、94ページの

街路整備事業の401事業の駅前広場管理運営事業、

修繕費、少ない金額ですけれども、那須塩原駅前
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広場の施設修繕80万円というのが計上されていま

す。これはいつごろ何をするのですか。 

○磯飛委員長 小池都市整備課長。 

○小池都市整備課長 これについては、公衆トイレ

関係の照明とか、あるいは歩道部での段差がある

部分の改修、あとは東口関係の区画線、こういっ

たものを想定しています、予定として80万円とい

うことで計上しております。 

○磯飛委員長 平山委員。 

○平山委員 では、次のまちづくり交付金事業の今

のところですけれども、一本杉ふれあいスペース

整備、これには予算が計上されていますけれども、

一応あそこのスペースを今のお話ですと７台の駐

車で、あとベンチなんか置いて、そこで割り振り

というのでしょうけれども、あとその自動の精算

機ですか、そういうのも含めてのこの予算計上で、

もしこれがつかない場合は減額になる可能性があ

りますというご答弁ですよね。これは一応、あそ

こに７台の駐車場にもしなった場合に、精算機つ

けても、精算機も結構高いじゃないですか、リー

スも、果たしてそれで効率がどうかと思うのです

けれども、これは一応地元の近隣の方との話し合

いなんかはあったのでしょうか。 

○磯飛委員長 若目田建設課長。 

○若目田建設課長 詳細の協議につきましては今月

の24日に予定をしておりますが、以前に説明会、

先ほどの県の事業の説明会のときにこういうこと

ですよということで、事業の概要については説明

をさせていただきました。 

  市の考えとしましても、７台のために料金精算

機をつけるということは、機械だけで合わせまし

て400万円ぐらいになりますので、ちょっと重た

いかなというのがありますので、あとはその管理

の中で、なぜつくるかというのはここに長くとめ

て駅のほうに行かれてしまうとか、そういうのを

防止するためにつけたほうがいいかなという考え

もあったのですが、地元で管理をして、基本的に

はその地元の商店街の方がお客さんのために使っ

てもらうのが一番いいかなと考えていますので、

そういう地元のほうで管理してくれるということ

であれば、できればつけないで済むような形で考

えたいなと思っていますが、今後の協議の中でど

うするかというのは決まってくるとは思うのです

が、できるだけそういう方向で、つけない方向で

考えたいと思っております。 

○磯飛委員長 平山委員。 

○平山委員 じゃ地元で管理するといっても、商店

街の人がいちいち見ているわけにもいかないし、

あそこの西那須野の後ろの東口でしたっけ、あち

らもやはりシルバーの人が管理して、一応送迎の

ための20分の駐車場となっているのが、どうして

もいろいろな事情がありまして、そこら辺もやは

りきちんと駐車場のお金を払ってやっている人の、

やはりそこは不平等というのがあって、あそこは

ちょっと問題なところですけれども、精算機つけ

るのだったらあっちへつけたほうがいいのではな

いかなと思って、あちらのほうが台数は多いです

し、これはまちづくりとは別ですけれども、地元

の人の話し合いで駐車場になるかどうかはまだは

っきりとは、今のところはわかっていない段階。 

○磯飛委員長 若目田建設課長。 

○若目田建設課長 ちょっと今、東口の話が出まし

たので、確かに東口も非常に困っておりまして、

この間、市の本庁の道路課、西那須野支所で、あ

そこパトロール１週間ほどやりまして、そういっ

た駐車をしないでくださいというお願いをしまし

た。その後、傾向としましてはかなり少なくなっ

ているような気がしております。あそこは14台あ

るのですが、あそこにそういった精算機をつける

となると1,000万円以上のお金がかかるというこ
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とで、かなり高額になりますので、そういった意

識を、パトロールというか、お願いという形でも

っていったほうが、1,000万円も投資するよりは

いいのかなとちょっと考えておりますので、こち

らにつきましても、機械だけで200万円というこ

とになりますとかなりの投資になりますので、き

ょう説明しましたように、地元の協力も得ながら

管理ができればいいのではないかなと考えており

ます。 

○磯飛委員長 平山委員。 

○平山委員 では、地元の人とのこれからの話し合

いで、いい方向に向かっていけばいいと思います。 

  その下の４項６目の公園費、修繕費の201の中

で修繕料です、公園施設遊具等修繕の456万円と

いうのが出ているのですけれども、一応これはち

ょっと内容をお知らせいただきたいと思います。 

○磯飛委員長 小池都市整備課長。 

○小池都市整備課長 まずこれは、都市公園のいわ

ゆる例えば烏ヶ森なんかの外灯とか東屋、こうい

ったものを修繕したいと今、現在予定しておりま

す。 

  あと、東那須野公園の園路なんかも修繕してい

きたいと、それと一部は県道、舗装されている部

分がありまして、これが相当割れて問題あります

ので、その辺の修理、こういったものを考えてい

まして、そのほかの遊具につきましては、児童公

園というのは今、三百十七、二十カ所ぐらいにな

りますか、市内にはございまして、開発に伴う市

に帰属された公園がございます。住宅地、住宅団

地ですね。そういったところの帰属公園なんかに

も相当遊具が配置されていまして、こういったも

のはやはり地域の方も危険な場合にはどんどん役

所に言ってきます。こういったものの経費もここ

に含んでいます。 

  以上でございます。 

○磯飛委員長 平山委員。 

○平山委員 わかりました。 

  その下の、やはり公園費の委託料で、かなりの

金額がこちらに計上されているのですけれども、

それらの帰属公園で何百カ所もあるということで

すけれども、その公園管理で、やはり公園の機能

をしていないような公園も一応管理しなくてはい

けないというのもあるのでしょうけれども、例え

ば今の、ちょっと前後してしまうのですけれども、

まちづくりの事業の中で、一本杉のスペースのと

ころにある、右側に小さな公園がありますよね、

あれはもうほとんど公園の機能をしていないとい

うことで、近隣の方も夏になるとホームレスの方

がダンボール持ってきて、トイレもあるし水道も

出るからちょうどいい場所だろうということで、

あとは中学生、高校生がやはりちょっといろいろ

な目に余るような行為で、そういうのを現場の人

が見ていて、ほとんど公園の機能はしていないか

ら、できたら道の整備のときにあそこは払って、

それこそ今のスペースのあれじゃないですけれど

も駐車場なんかにはできないかなというような声

も出ているのですけれども、そういうのもあわせ

て、そういう計画案はないのでしょうけれども、

あそこは県道ですから県との絡みになるのでしょ

うけれども、一応そんなご要望が出ているので、

ちょっとお知らせしておきたいと思いました。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 94ページの駅前管理運営事業、401事

業の中の黒磯駅西口広場プランターということで、

これ委託料ということで、どこに委託するのかと

いうのと、あともう１つ、その下の那須塩原市駅

前広場運営協議会ということ、これどんな協議を

するのに負担金を出すのかという２点。 

  あともう１点、４項６目の公園のほうの201事

業ですけれども、その中の使用料ということで、
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これは2,274万9,000円かな、この辺をちょっと明

確に、これは今までずっと継続してやってきたも

のかどうなのか、その点をお聞かせ願いたいと思

います。 

○磯飛委員長 小池都市整備課長。 

○小池都市整備課長 まず、駅前広場の関係でござ

いますが、この委託料のプランターの植えかえ、

あと黒磯のこの関係についてはシルバー人材セン

ターに委託をしております。 

  負担金補助及び交付金の関係でございますが、

現時点では３月31日まで、21年度末までは那須塩

原駅前広場運営協議会というのがございまして、

那須塩原のこれはＪＲさんとか、あるいは行政も

大田原、那須が入っておりまして、またそこに乗

り入れているいわゆるＪＲバス、あるいは企業で

すね、こういったものの数で21団体ほど現在加盟

していただいて、やる内容はその協議会でいわゆ

る駅前の利用の中で、相当狭い中で入ってきてい

ますので、そういったところの申し合わせや、あ

と主なものは清掃をさせていただくということで、

皆さんから負担いただいて駅前広場の清掃管理を

するというのが主な費用になっています。 

  次の公園のほうでございますが、委託料、これ

は１億2,105万2,000円ということでございますが、

これはまずは指定管理者ということで、都市公園

についてのいわゆる指定振興公社、那須塩原市指

定振興公社への委託とか、あるいは一部シルバー

人材センターへの委託ということで、管理運営業

務の委託料が主でございます。 

〔「借地料」と言う人あり〕 

○小池都市整備課長 ごめんなさい、借地料でした

ね、借地料につきましては、これは整備したとき

からだと思いますけれども、那珂川河畔公園とか、

その隣接にある水生植物園、黒磯公園、東那須野

公園、これはもう当然の関係ですけれども、そう

いったもののいわゆる使用料ということで、これ

は整備したときからお借りしたまま継続してきて

おります。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 プランターの件はわかりまして、負担

金のほうもいいです。 

  そうすると、今、出ました借地料ということで、

これは以前から幾らぐらいで契約しているか、ち

ょっとわかりましたらお願いしたいと思います。 

○磯飛委員長 小池都市整備課長。 

○小池都市整備課長 最初の値段とちょっと変わっ

ていると思うのですが、現在の状況ですと、那珂

川河畔公園関係については３万3,246㎡ほどお借

りしておりまして、これが年間797万9,040円とい

うことでございます。 

  水生植物園の借地料については１万1,466㎡ほ

どございまして、これが275万1,840円ほどの年額

になっております。 

  黒磯公園については、２万8,514㎡でございま

して、1,197万5,880円ほどかかっております。 

  これが中心でございます。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 あと東那須野公園と烏ヶ森公園は、こ

れは市のやつですか。 

○磯飛委員長 小池都市整備課長。 

○小池都市整備課長 これは案内標識とか、こうい

ったものでございまして。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 そうすると、これはかなりの金額だと

思うのですけれども、これだけ払っているという

ことは、かなりの年数かかっていると思うのです、

今まで契約してから、するとすごい金額ですよね、

そういうものを市で買い取るとか、そういう発想

の転換というのはないのですかね。 

○磯飛委員長 小池都市整備課長。 
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○小池都市整備課長 今年度についても、そういっ

たことから、例えば稲村関係の公園の一部を買収

するとかやっているのですけれども、何しろ面積

が大きいことと、予算的な問題もございますので、

土地所有者との話はまだ買収については全くして

いませんけれども、買収していくのが望ましい姿

だと思うのですが、基本的には課としてはそう思

っていますけれども、なかなかその予算措置をい

ただくのは難しいだろうということで、将来に向

けてはこれだけの金を払っていくわけですから、

買収していくべきかなという、私、課としてはそ

う思っています。なかなか難しいところです。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 ぜひよろしく。了解です。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 それでは94ページ、95ページのまちづ

くり交付金事業のところで、先ほど植木委員の質

疑の中で概要わかりましたけれども、もう少し伺

いたいと思います。 

  まず、委託料の中のそすい通り線の物件調査の

再積算ということで、この再積算になったものは

どういう理由による、あるいは個別のものである

のか、その辺の内容を伺うのが１点。 

  それから、95ページのほうへいって、一本杉の

ふれあいスペースですけれども、これ駐車場を整

備して、どういう位置づけになるのかということ

ですね。市営駐車場にはならないでしょうけれど

も、どういう位置づけになるのか、それを確認さ

せてください。 

  それから、次の土地購入費のところで、扇町

786号線、これが1,000㎡ちょっとになるのでしょ

うかね、これが内訳で6,388万円、これの内訳を

そすい通り線と扇町線の内訳をお示しください。 

  それから、そすい通り線のほうの用地買収、土

地購入ができる場所とです。 

  以上、お願いいたします。 

○磯飛委員長 若目田建設課長。 

○若目田建設課長 それでは、まず再積算でござい

ますが、これにつきましては平成21年度、今年度

業務委託をかけまして物件調査を行っています。

その調査を行ったものに対して、単価の入れかえ

ということで、新年度、22年度の単価で入れかえ

る、再積算をする業務がございまして、これに

200万円ほど予算を予定しております。 

  そのほかに、今年度の中では営業調査は行って

おりません。今回の補償の中には、商売やってい

る方いらっしゃいますので、それらの営業調査を

行うと、これは専門の業者でなく、もう少しあり

ますので、そちらに500万円の予算を見込んでお

ります。 

  次に、一本杉ふれあいスペースの位置づけでご

ざいますが、ここにつきましては現在、道路区域

になっております。料金を取るということになり

ますと、市営駐車場ということではなくて、生活

課が管理している市営駐車場ではなくて、別な条

例をつくって料金を徴収しなければならないと考

えております、道路区域になりますので。 

  それと、あとは用地のほうの土地の内訳ですね、

これにつきましてはそすい通り線のほうですが、

この中では約200㎡の面積を見込んでおります。

場所につきましては、先ほどの物件調査とイコー

ル、補償のほうとイコールということになります

ので、北側、５差路側のほうを予定しております。

扇町のほうにつきましては８ｍですけれども、残

りが１ｍぐらいしか残らないので、残地も合わせ

て多分買ってほしいというようなことになると思

いますので、それを見込んで1,120㎡の用地買収

を予定しております。合わせまして6,388万円と

いうことになりまして、用地買収の単価につきま
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しては、鑑定評価等を入れますので、それに沿っ

て買い取るというように思っております。 

〔「予算額での内訳は金額で」と言う人あ

り〕 

○若目田建設課長 一応、そすい通り線のほうでは、

内訳だと1,500万円ほどを予定しておりまして、

扇町786号線のほうは4,888万円を予定しておりま

すが、場所が細長い土地でありますので、極力安

く買うように交渉したいと思っております。 

○磯飛委員長 ほかにありませんか。 

  若松委員。 

○若松委員 空き店舗改修事業というのは、これは

提案事業ということで、これは空き店舗が、どう

聞いたらいいのかな、かなり空き店舗が出ている

と思うのですけれども、その数とかそういうので、

それともこうだれかが定めてそこを改修という形

のものにもっていくのか、それともこれはまちづ

くり推進事業の中の活動支援と一括になってくる

のか、その辺もしわかりましたら。 

○磯飛委員長 若目田建設課長。 

○若目田建設課長 空き店舗の改修につきましては、

現在、数等を調査しておりまして、約、これは考

え方にもよりますが、前の段階で現在53ぐらい、

前の前期では76から53に大変減っているというこ

とで、これは考え方、先ほど言ったように更地に

なったとかそういうのもありますので、今度のこ

の事業につきましては、内容につきましては、そ

の数を減らすのも一つありますが、そのアンテナ

ショップとかチャレンジショップとか、高校生、

拓陽高校なんか当たっていますが、地元の学校な

んかにそういうお店に入ってもらって、地元の協

力を得ながら、そういった事業をやるために、貸

してくれるというところがあればそれの改修費用、

店の改修費用を助成するというような考えでおり

まして、そういったことでこれからその辺も検討

していくというように考えております。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 改修はいいですけれども、するとそこ

で空いている店舗だから、それをまた又貸しとい

うわけじゃないけれども、それをまた募って、そ

の経営者というかそういう方も募集していくのか、

それとも今まで持続している今の店舗をふやして

いくのか、ちょっとその辺わからないのですけれ

ども。 

○磯飛委員長 若目田建設課長。 

○若目田建設課長 空き店舗ですから、今、経営を

していなくて店を閉めているところを利用して、

又貸しというかそういう方から借りて改修をした

り、あとはその家賃の助成をしたり、そのように

していけたらいいのではないかなと考えておりま

す。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 先ほどの土地購入で、単価計算すると

正直言って高いなと思いますので、あくまで予算

のレベルですからあれですけれども、それだけは

申し上げておきたいなと思いますので。 

○磯飛委員長 若目田建設課長。 

○若目田建設課長 私、あえて先ほど単価言わなか

ったのですが、申しわけありません。 

  今、委員おっしゃられたように、今の予算の段

階ではかなり高くなっておりますので、場所があ

あいった細長い土地ということもありますので、

今後用地買収をするに当たっては、極力努力をし

て安く買えるように頑張っていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 



－197－ 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第13号 平成22年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり承認することで異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

  以上で、都市整備課の審査を終了いたします。

ご苦労さまでした。 

  ここで、10分間休憩をいたします。11時25分よ

り次の審査に入りますので、よろしくお願いいた

します。 

 

休憩 午前１１時１５分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○磯飛委員長 ただいまから道路課の審査を行いま

す。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１３号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 議案第13号 平成22年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  薄井道路課長。 

○薄井道路課長 （議案第13号について説明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けします。 

  平山委員。 

○平山委員 では、86ページ。 

  １項１目の土木総務費の中から201事業の修繕

分、土木関係施設緊急修繕セーフティネット200

万円、詳しく内容をお聞かせいただきたい。土木

関係施設というのはどういうのかなと思いまして、

すみません。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 例えば、夏場の集中豪雨であると

か、そういったもので緊急的に修繕を要する場合、

この費用を充てて修繕をするという予定で計上し

ております。 

○磯飛委員長 平山委員。 

○平山委員 次は、88ページですけれども、一番上

の補償、賠償金、道路損害賠償で100万円をのせ

てあるのですけれども、これはやはり、相手方が

あって、よく破損で車両を損失したとか、そうい

うときのための100万円の計上か。その前のペー

ジに保険が道路賠償保険というのが140万円掛か

っていますけれども、これと関連しているのでは

ないかと思いますけれども、大体この100万円と

いうのは、常に毎年この100万円の計上なのかど

うか。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 最初に、保険料のほうですけれど
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も、これについては道路延長掛ける単価というこ

とで、市道認定路線及び認定外道路についての保

険として142万2,000円を計上させていただいてお

ります。お尋ねの100万円については、議員さん

お話しのとおり、道路での事故等に伴う損害賠償

金ということで100万円計上しております。毎年、

大体100万円前後ということですが、できるだけ

少なくなるように努力はしたいと思います。ただ、

これについては当然保障ですので、保障を掛けて

おりますから、掛かったものについては保険金と

してまた歳入が入ってきます。 

○磯飛委員長 平山委員。 

○平山委員 次の89ページの新規事業の通学路整備

事業、151事業というのが始まりました。これは、

前に全協のときにお知らせいただいた児童生徒の

通学時における安全安心の確保ということで、新

しい事業ですけれども、今回、工事請負費で通学

路整備に500万円、これは一応どの地域に限定さ

れているのかがわかりましたら、内容をお伺いし

ます。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 特定の路線ということではなくて、

新たな制度を要綱として設けておりますので、今

後ＰＲしてご利用いただくということですが、地

域的に見ますと、要綱の中で学校のあるところか

ら半径１km以内ということで、その中で要望があ

ったところについてはこの事業の中で実施をした

いと考えております。 

○磯飛委員長 平山委員。 

○平山委員 では、すみません、続きまして、除雪

対策事業ですけれども、那須塩原市全体で4,300

万円でしたか、一応これで、ことしは非常に雪が

多かったのですけれども、これの算定基準という

か、そういうものをちょっとお知らせいただけれ

ば。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 主なものとしましては委託料にな

るわけですが、例えば黒磯地区ですと76路線を13

の業者に委託をしておりますが、それらについて

は、那須塩原市全体で業者から見積もりをとって、

県の単価と比較をしてどちらか安いほうというこ

とで設定をしております。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 88ページの道路維持管理事業で、大規

模修繕に関しては全市的に黒磯101事業のほうで

統括しているということでありますが、その大規

模修繕の基準は額なのか、それを１点。 

  それから、90ページの地域活力基盤創造交付金

事業の用地買収、土地購入関係ですけれども、１

億9,200万なにがしというところで、これ内訳、

大きいものからで結構ですので、内訳、どの路線

にどのぐらいの予算づけがされているのか、その

２点お願いいたします。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 まず、最初にありました黒磯地区

の道路維持管理事業の中の修繕の大規模のものと

いうことで、路線を指定して年次計画的に修繕を

要するものということで、こちらに上げておりま

すが、例えば金額的で言えばおおむね130万円を

超えるものと思っております。それで、全部限定

をしているわけではないですが、金額でというこ

とになるとおおむねそういうことでやっておりま

すが、基本的には路線を指定して年次計画で整備

をするものを本庁でやっております。 

  それから、続きまして、次の地域活力基盤創造

交付金の土地購入費でございますけれども、例え

ばここで言いますと、路線が幾つか入っておりま

すが、板室油井線については131万2,000円、埼玉

鳥野目線については1,463万8,000円、それから洞
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島青木線については3,996万円、それから四区工

業団地通りについては1,652万円、それから新南

下中野線については3,750万円を、それぞれ計上

させていただいております。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 今の四区工業団地通りは、これはどこ

になりますか。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 400号と西那須野那須線からぶつ

かって、400号から工業団地のほうに向かう路線

を今現在整備しておりますが、まだ未買収地があ

りますので、それらについての用地になります。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 了解です。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  若松委員。 

○若松委員 88ページの２項１目道路橋梁総務費の

中の道の駅管理運営の401事業の委託料、道の駅

明治の森の1,292万円について、ちょっと説明を

お願いします。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 これについては、先ほど県委託金

ということで400なにがしかの説明をさせていた

だきましたけれども、あわせて県から委託を受け

て、駐車場その他、県道区域に入っている部分の

管理と、それから市のほうが独自に管理をしてい

る部分ということで、県のほうが409万8,000円、

それから市のほうで882万2,000円、あわせて

1,292万円となっております。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 これだけの管理運営費をかけて、どの

辺をどのように毎年やっているのか。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 それでは、その内訳としましては、

まず県のほうからの400万円については、消耗品

として、例えばトイレットペーパーその他が12万

円、それから光熱水費として103万7,000円、それ

から芝になっている部分の管理であるとか、それ

から花畑の管理であるとかということで294万

1,000円、合わせて409万8,000円になっておりま

す。 

  それと、市のほうの部分882万2,000円について

は、清掃関係の賃金296万4,000円、それからそれ

らの社会保険料、福利厚生等で事務的な経費がか

かりますけれども、そのほか消耗品として同じく

25万円ほど計上しております。それから、大きな

ものとしては委託料ということで、やはり市で管

理する部分の管理委託、それが484万4,000円とい

うことになっております。 

  その管理の中で、先ほど言った県のほうで管理

する部分については、駐車場になっている部分に

樹木がありますが、それらの樹木の剪定が主なも

のとなっております。それから、園地の清掃、こ

れらが主なものとなっておりまして、市のほうで

委託している部分では、お花畑の管理、これが一

番金額的に137万円ほどかかっております。あと、

それから樹林地といって林になっている部分があ

りますが、そのところの清掃管理、これが150万

円ということで、それらが主なものとなっており

ます。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 今、説明がありましたけれども、そう

するとお花畑というと、明治の森の駐車場の向こ

うですよね、かなり広い敷地。あれ、面積はどの

ぐらいあるのか。また、それでちょっと聞きたい

のは、花はつくるけれども、その後の管理運営で

せっかく咲いた花と実がどういうふうに使われて

いるのだか、それをうまく回転すれば多少は利益

を生むのかなと思うので、その辺をちょっとお願

いしたいと思います。 
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○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 これについては、農業公社のほう

に委託をしておりますので、その中ですべてをや

っていただく形になっておりますので、その中の

細かい部分で、今お話しになったように利益云々

というのは、ちょっと私どものほうでは見込んで

はいないのですけれども、管理としてお花畑をき

れいにして、来場者に喜ばれるような管理をお願

いしますという形。それで、実際にそれのお手伝

いを地元の方がやっているということになってい

ると思います。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 あと、先ほど樹木の植木の手入れとか

何とかと言っていますけれども、そんなに植木を

手入れするほどの、木は大きく育ってしまったし、

だからその辺にそれだけのお金を毎年つぎ込んで

いいものかどうかという疑問もあるし、清掃する

といったって、普通の道の駅よりは面積は小さい

し、区分化されているのですよ。１カ所２台しか

とまらないようなスペースをつくってあるのです

から、何でこんなに経費をかけているのかなと、

その点の疑問点があるのですけれども。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 先ほど言いましたのは、剪定とい

うのは、駐車場になっているところの植え込みの

芝生の部分があると思いますが、あそこに木があ

ったり、それから入り口のところに生け垣があっ

たりしていますので、そういったやつの剪定であ

るとか、芝生の部分の草刈りも含めて、当然、芝

生の部分についても伸び放題にしておくわけにい

きませんので、細かく言うと例えばそういったと

ころの雑草を抜き取ったりとか、一つ一つ言うと

そういう部分が含まれております。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 了解しました。 

○磯飛委員長 室井委員。 

○室井委員 やはり、土木費の２項３目の道路新設

改良費の中で、委託料、これ板室の橋の問題だと

思うのですが、そのことについて聞きたい。 

  それから、工事請負費ですか、ここはどのくら

いこれは進んでいるか。 

〔発言する人あり〕 

○室井委員 委託料の工事、その工事がどのくらい

進んでいるかをまずお聞きしたいと思います。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 この委託料については、設計及び

現場の管理等も県の建設技術センターのほうに委

託をして、橋梁というちょっと重要な構造物です

ので、管理を専門家に委託をする、その管理下と

いうことで計上させていただいておりますけれど

も、その委託料の一番大きいのは、新南下中野線

のほうの用地測量であるとか橋梁設計であるとか

が主な金額になります。 

  それで、新那珂川橋の工事の進捗ですが、現在、

左岸側の橋台が終わりまして、今年度の予算で真

ん中に橋脚が建ちます。それから、右岸側に橋台

ができるのですが、それが来年までの繰り越しに

なっておりますけれども、21年度予算でその橋脚、

橋台までは終わるということで、来年度予算の中

にはその上にけたを乗せる、上部工ということで

来年は予定しております、22年度は予定しており

ます。 

○磯飛委員長 室井委員。 

○室井委員 完成までは何年ぐらいかかりますか。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 24年度を見込んでおります。 

○磯飛委員長 室井委員。 

○室井委員 わかりました。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  植木委員。 
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○植木委員 88ページで、ちょっと私が勉強不足な

のかどうかわかりませんが、301事業私道対策費、

私道測量ということで100万円の計上があるので

すが、この私道というのをどうして測量するのか、

ちょっと私、勉強不足なものですから、この辺を

ちょっとお伺いしたいと思います。 

  それと、先ほど関谷委員が質問いたしました工

事請負費、その下の２項２目道路管理費の工事請

負費の中ですが、大規模な修繕についてはいわゆ

るこちらの黒磯地区の中を含めてやっているとい

うことで、主に130万円を超えるもの、それから

路線を指定、年次計画のあるもの、こういうこと

の説明があったわけですが、7,419万1,000円、こ

のように大きな金額でぽんとここに出されますと、

ちょっとやはりいちいち質問しないと中身がわか

らないと、そういう状況が出てきますので、でき

ればそういう部分については、簡単に説明書きを

しておいていただくとありがたいかなと。この工

事についてはこのぐらい、このぐらいと、括弧書

きででも入れておいていただければ、余計な時間

を食わないで済むのではないかと、このように、

これは私の勝手な要望ですが、そういうことがで

きるかどうか。 

  それと、89ページに、これは平山委員のほうで

質問した黒磯地区道路除雪対策事業、ことしは大

変雪が多かったわけでございますが、時々やはり

雪が降ると、夜から夜中にかけて積もるものです

から、朝方、支持者というわけじゃないですが、

市民の方から大変不便を感じていると、こういう

ことで時々電話がある場合があります。その際に、

議員をやっていて勉強不足だとこれも言われるか

もしれませんが、どこにどういう対応していった

ら、すぐにその対策の現場に話がつながるのか、

この辺についてある程度わかるような形で対応を

とれればと思っているのですが、何かいい方法は

ないでしょうか。 

  それと、今後、異常気象でますます乾燥したり、

あるいは逆に雨が多かったり雪が多かったり、そ

ういう年も年々出てくるのではないかなと、こう

いう予想をするわけですが、1,000万円のその予

算で十分ふだんのことができるのかどうか、ある

いは突然何か大雪が５回も６回も降って、例えば

1,000万円じゃとても無理だという場合には、や

はり緊急に予算を組むことが可能な状況になって

いるのかどうか、その辺です。 

  それと、最後にこの新南下中野線、西那須野線

路下の議員でございますので、少し追いかけては

おりますが、今年度3,750万円、予算が土地購入

費で出ているということで、その下には今度は補

償費で、この欄にもその名前が新南下中野線と入

っておりますが、こちら幾らぐらいで補償費の中

の金額を見ているのか。それで、どの部分、新南

下中野線と言いましても、旧400号から大田原高

林線までが計画の路線になっておるわけでござい

ますが、この本年度の予算計上されているのはど

の部分あたりの内容のことを指しているのか、そ

の辺ちょっと、わかる範囲で結構ですがお願いい

たします。 

  以上です。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 それでは、最初にお尋ねのありま

した私道対策費ですが、これについては、私道の

ままだと市のほうで管理することできませんので、

地権者の方が市のほうに寄附をしたいといったと

きに、例えば分筆をして道路区域をきちんと確定

するのに測量費用がかかるという場合には、その

費用の２分の１を補助するということになってお

りますので、そのための費用でございます。 

  次に、２項２目の黒磯地区の維持管理事業の中

の工事請負費でございますけれども、区分けして
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書くことは可能だと思っておりますが、ちなみに

ことしの予算の中で申し上げますと、黒磯地区が

3,521万6,000円、西那須野地区が1,860万円、塩

原地区が619万5,000円で、合計して舗装修繕につ

いては7,419万1,000円のうち6,001万1,000円を計

上させていただいております。 

  次に、除雪についてでございますけれども、除

雪については、黒磯地区についてはかなり降雪の

多い、県道矢板那須線から下側といいますか、西

側といいますか、そこの地域については直営によ

る除雪をやっておりますので、直接市のほうにご

連絡をいただくか、夜間で連絡がつかない場合は、

消防を通じて緊急の場合には我々職員のほうに連

絡が入るようになっておりますので、そういう形

でご連絡をいただければ、状況を見ながら対応し

たいと思っております。 

  次に、1,000万円で不足するかということです

けれども、それについては先ほども言いましたよ

うに、矢板那須線から南側について業者に委託し

ておりますので、それについては十分というわけ

ではないですけれども、今のところは、今年度に

ついては予算で間に合っているところでございま

す。不足した場合には、予備費なり、あるいは補

正をお願いするとかという形で計上させていただ

くこともあるかと思いますので、よろしくお願い

をします。 

  それから、新南下中野線でございますけれども、

補償費につきましては、新南下中野線559万4,000

円を計上させていただいております。場所につい

ては、新南公民館からライスラインまでの区間を

第１期と考えておりますが、ただ実際に今、測量、

それから設計等で現地に入っておりますが、必ず

しも皆さんが大手を振っていいですよという状態

ではありませんので、今、説明をしたり説得をし

たりという中での事業ですので、必ずしもその間、

びしっといくかどうかというのは、今後の地元の

協力いかんと思っております。 

  以上です。 

○磯飛委員長 植木委員。 

○植木委員 それでは１件だけ、この除雪対策につ

いてなんですが、先ほど13の業者に委託をしてい

るということで、見積もりをとって安いところに

やっていると話をいただいたわけですが、２回目

になったら、直営でやっているところがあるので

黒磯消防のほうを通じて連絡をいただければいい

ということでございますが、そうすると各業者の

ほうには黒磯消防のほうに連絡をすれば、困って

いるときにはそれぞれの業者のほうに連絡が行っ

てスムーズな対応ができると、こういう解釈でよ

ろしいですか。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 常に雪が降るといいますか、そう

いったところについては先ほども言いましたよう

に直営ですので、市のほうの職員が行ってやりま

すので、業者ということではなくて市のほうで段

取りをとってやるということになります。また、

委託している路線についても、実際にはそれぞれ

13社ありますので、市のほうから何かあれば連絡

をとるとか、あるいは自主的に路線、道路の状況

を見てやるようには契約をしておりますけれども、

もし何らかの不都合でできないと、あるいはおく

れているときには市のほうにご連絡をいただくよ

うに、私どものほうにご連絡をいただければ私の

ほうから業者のほうに連絡をとるような形をした

いと思っております。 

○磯飛委員長 植木委員。 

○植木委員 わかりました。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、質疑を終了した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第13号 平成22年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり承認することで異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

  ここで、昼食のため休憩といたします。 

  午後１時から再開いたします。 

 

休憩 午後 ０時０２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○磯飛委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３６号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 議案第36号 那須塩原市道路占用料

徴収条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  薄井道路課長。 

○薄井道路課長 （議案第36号について説明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けします。 

  君島委員。 

○君島委員 これ、新規の許可の部分じゃなくて、

許可の期間、例えば３年あるうちの途中でことし

の４月１日が来ますよという場合には、残りの部

分についてはこの新しい料金で該当するというこ

とですか。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 許可の期間を統一しまして、23年

３月31日までで統一を図っておりますので、それ

から以降についてはすべて同一料金ということで

やっております。 

○磯飛委員長 君島委員。 

○君島委員 それまでは旧料金の部分も一部は入る

ということですね。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 今月の末までに許可を受けたもの

については従前の、現行の料金ということでござ

います。 

○磯飛委員長 君島委員。 

○君島委員 わかりました。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第36号 那須塩原市道路占用料徴収条例の

一部改正については、原案のとおり承認すること

で異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３７号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 続きまして、議案第37号 那須塩原

市法定外公共物管理条例の一部改正についてを議

題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  薄井道路課長。 

○薄井道路課長 （議案第37号について説明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けします。 

  君島委員。 

○磯飛委員長 君島委員。 

○君島委員 法定外公共物ということですけれども、

河川法、道路法、これにかかわらないものという

ことで、那須塩原市の管理するものの中でこれに

該当するものというのは実際にはあるのですか。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 いわゆる認定外道路というのは、

平成13年から17年度にかけて国から譲与を受けて

おりますので、それらに建っている電柱であると

か電話線であるとかいった使用については、この

条例に基づいて使用料を徴収することになってお

ります。 

○磯飛委員長 君島委員。 

○君島委員 ということは、認定外道路だけで、あ

と沼とかそういう部分では特別ないということで

すね。 

○磯飛委員長 薄井道路課長。 

○薄井道路課長 例えば、河川の赤道ではなくて、

あの水色になっているいわゆる河川、青地といい

ますか、そういったところについてはここの条例

がかかります。 

○磯飛委員長 君島委員。 

○君島委員 わかりました。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決します。 

  議案第37号 那須塩原市法定外公共物管理条例

の一部改正については、原案のとおり承認するこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第４９号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 続きまして、議案第49号 市道路線

の認定及び廃止についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  薄井道路課長。 

○薄井道路課長 （議案第49号について説明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決します。 

  議案第49号 市道路線の認定及び廃止について

は、原案のとおり承認することで異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

  以上で、道路課の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

  ここで、執行部の入れかえのため暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午後 １時１２分 

 

再開 午後 １時１８分 

 

○磯飛委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建築指導課の審査 

○磯飛委員長 ただいまから建築指導課の審査を行

います。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１３号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 それでは、議案第13号 平成22年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 （議案第13号につい

て説明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  若松委員。 

○若松委員 86ページの１項１目の建築指導費の

401事業についてなんですけれども、ちょっとこ

れは耐震アドバイザー、市内の建築家ということ

ですけれども、これ何名ぐらいを予定しているの

だか、ちょっと年間の耐震する戸数とか何かはど

うなっているのだか。 

〔「診断するか」と言う人あり〕 
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○若松委員 診断する、ここをちょっとお聞きした

いと思います。 

○磯飛委員長 福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 今、お願いしており

ます建築士の皆さんは20名ほどいらっしゃいます。

それから、予定しておりますのは、これは申し出

を受けましてアドバイスを差し上げるような形に

なりますので、実態としては毎年10件とかその程

度でございますが、対象となりますのは、実は現

在この基準に合わないおそれのある建物というの

が、那須塩原市で平成18年度現在でございますが、

8,550戸ほどございます。ただ、これすべてが基

準に適合していないわけではございませんので、

この一部が場合によっては適合しないわけでござ

いますが、ご相談をお受けする対象としましては

8,550戸ほどあるとご認識いただいておると思い

ます。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 では、その8,550戸のうちで、これは

どうしても厳しく早くしなくてはならないという

のも把握していくのですか、これで。 

○磯飛委員長 福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 現段階でこれをすべ

て把握はできておりませんが、定期的に地区を区

切って各戸を巡回しておりますので、私どもが。

その中で、やはり古そうだなというものについて

は、個別にいろいろお話を差し上げまして、診断

をいろいろお勧めしておりますが、実態として何

戸というのを今申し上げることはできない状況で

ございます。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 これについてなんですけれども、たま

たま空き家が結構多くなっているような気がする

のですよね。そういうときの調査とか依頼はどう

進めていくのか。 

○磯飛委員長 福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 それは非常に難しい

問題でございまして、実態として申し出がない限

りはなかなか空き家の対応まではし切れないとこ

ろがございますが、場合によってはいろいろ周辺

の皆様からのお話とかいただきまして、非常に危

険だとかということになれば、それは庁内へのそ

ういう資料をいただきながら、個別にその持ち主

等に当たりまして対応させていただいた例が幾つ

かございますけれども、実態としてはなかなか、

接触と申しますか対応し切れない部分はあると思

います。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 たまたま、そういう相談を受けたとこ

ろが１件あります。もう既になくなって結構時間

がたっていて、なくなった状態の中でその当時の

洗濯物がガラスの中から見えて不気味で、あとも

し火災になった場合は大変だとかという、本当に

もう崩れかけているのですが、そういうものの対

応というのは今後どう進めていくのか。 

○磯飛委員長 福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 そういう問題は、実

は耐震改修よりもっと難しい問題だと思ってはい

るのですが、現段階では耐震診断改修の中ではな

かなか対応し切れない部分になっております。場

合によっては、消防とかと連携して、その周辺の

状況等について現地調査等はさせていただきたい

と思うのですが、なかなか私どもの権限ではそれ

以上はできない……。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 そこまではいかない。 

○磯飛委員長 福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 はい。できない部分

でございます。 

○磯飛委員長 若松委員。 
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○若松委員 納得です。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

 平山委員。 

○平山委員 すみません、それに関連するのですけ

れども、やはり87ページの診断補助と改修補助で

すけれども、毎年大体こんなものというか、予算

的にあれですけれども、やはり申請というか申し

出る人は今の数からいってもあれですけれども、

去年というか実績として、大体これは使い果たし

ているのですか。 

○磯飛委員長 福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 実績を申しますと、

平成20年度につきましては、診断は２件ございま

した。改修は、予算化が若干おくれたこともござ

いまして、実績はございませんでした。平成21年

度、今現在ですが、実際に診断費補助をお出しし

たのは２件ございます。それから、改修につきま

しては２件ございます。ですから、改修費につき

ましては予算どおり執行させていただいた状況で

ございますが、診断につきましては、個別に私ど

もとのやりとりの中でいろいろ自分のお宅につい

ての課題とか何とかというものについてはある程

度ご認識いただけるような状況でございますので、

なかなか実際にお金を使って診断まで至らなくて

も、場合によってはそれに準じた形での対応をと

れているかなと思います。ただ、予算10件とって

おりますけれども、実際にはなかなか10件分診断

費をお使いいただくような状況にはまだ至ってお

りません。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 歳入のほうでもどっちでもいいのです

が、確認申請関係で件数は何件ぐらいを見越して

の予算計上であるのか、もし手元にあれば近年の

実績もあわせてご案内いただければ。 

○磯飛委員長 福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 この申請手数料につ

きましては、確認の申請と、それから申請があっ

たものについての、例えば完了検査とかいろいろ

もろもろ含まれておりますが、確認申請にだけ限

定させていただきますと、平成18年の実績が965

件ございました。それから、平成19年が816件、

平成20年が788件でございます。平成21年、まだ

３月は半分ほど残っておりますが、現段階の見通

しといたしまして654件を予想、多分この程度に

なるかなと思っております。 

  今回、予算を計上するに当たりまして、こうい

う状況が突然改善される見込みもないものですか

ら、件数につきましては610件、平成21年度比に

掛けまして0.9、として計上させていただいてお

ります。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 了解です。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  室井委員。 

○室井委員 私、じいちゃんなんですが、これ、１

項１目の中でサーバーという言葉を使っているの

ですが、このサーバーというのは恥ずかしいこと

にわからないのですが。 

  あと、この狭あい道路ですか、２項道路後退用

地整備事業の中でこの50万円と出ているのですが、

今そんなに市街地の中でも出られる家はあるので

すか。昔はあったような気がするのですが、現在

は余りないとは思うのですが。 

○磯飛委員長 福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 まず、サーバーでご

ざいますが、これはいわゆる確認申請をいたしま

すと、例えば申請者の住所であるとか用途である

とか規模であるとか、いろいろ建築確認上でデー

タとして残すものでございまして、そういうデー

タを電子的に残しておく機械をサーバーと申して
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おります。 

  それを、昔ですとフロッピーであるとかいろい

ろ個別の機械の中で保存できるものもございます

が、もっと容量が大きなものとして、何ていうか、

かなり大きなデータを蓄積するときに使う機械で

ございます。 

  それから、第42条１項でございますが、これに

つきましては、私どもの仕事の今半分ぐらいはほ

とんどその仕事に費やされているような状況でご

ざいまして、まちの中、旧黒磯市内、西那須野町

内、塩原も含めまして、２項道路というのはたく

さんございます。 

  今、建てかえの時期に来ておりまして、昔、や

はり十分に後退されないままに建築されたものと

かがございますので、その関係で毎回その確認の

ために現地に赴きまして、境界を確認させていた

だき、もしくは後退をなかなかご承諾いただけな

い場合等もございますので、それについてはいろ

いろご説明申し上げまして対応している状況でご

ざいまして、件数的には非常に多くございます。 

○磯飛委員長 室井委員。 

○室井委員 今、そういう仕事が多くなって、まず

その辺の、以前は通れればよいということで部長

さんとかが、この旧黒磯地内にはそういうところ

がいっぱいあると思うのですが、今そういうとこ

ろをやっぱりこういう測っている仕事が多くなっ

たというのですか。 

○磯飛委員長 福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 分譲地は計画的にで

きたものですから、一般的にはすべて４ｍ以上ご

ざいますので、通常狭くてということはないので

すが、やはり昔からお使いいただいている道であ

るとか、もしくは本当にまちの中心市街地で路地

に住宅が、へばりついているという言い方はおか

しいのですが、建っている場合とか、そういうも

のでございまして、急に多くなったというわけで

はないのですが、一応繰り返しではありますが、

今、建てかえ更新の時期に来ているものがたくさ

んございますので、その関係で、その場で建てか

える場合には現地に赴きますので、そういうこと

の確認というのがかなり多くございます。 

○磯飛委員長 室井委員。 

○室井委員 わかりました。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決します。 

  議案第13号 平成22年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり承認することで異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３０号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 続きまして、議案第30号 那須塩原
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市手数料条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 （議案第30号につい

て説明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりました。各委員の質疑、

意見等をお伺いいたします。 

  関谷委員。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 ある程度は納得したのですが、特に確

認申請の部分で非常に審査の厳格化に伴って審査

時間が長くなっているということで、勝手な想像

の中で、例えば人員を増員してその審査期間を短

くしてと、そういうための増額かなと思ったので

すけれども、現状にあった中での審査時間に見合

った手数料の増額と、こういうご説明であったわ

けですが、審査日数は変わらないという認識でよ

ろしいのでしょうか。 

○磯飛委員長 福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 実質的に、法定の審

査期間というのは決まっているのですが、やっぱ

り厳格化のためにその期間というのが延びる傾向

がございまして、実態として算定の根拠にもなっ

ていますけれども２倍程度の時間がかかっている

状況がございます。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 つまりは、この審査手数料の増額分と

いうのはどこに対しての実態に合わせたというこ

とになるのでしょうか。 

○磯飛委員長 福田建築指導課長。 

○福田建築指導課参事兼課長 私どもが実際に審査

に要する時間に見合って、単位当たりのその時給

の単価がございますが、それで計算させていただ

いております。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 了解です。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決します。 

  議案第30号 那須塩原市手数料条例の一部改正

については、原案のとおり承認することで異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

  以上で、建築指導課の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

  執行部の入れかえのため暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５０分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○磯飛委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎区画整理課の審査 

○磯飛委員長 ただいまから区画整理課の審査を行

います。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１３号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 それでは、議案第13号 平成22年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  人見区画整理課長。 

○人見区画整理課長 （議案第13号について説 

 明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお伺いいたします。 

  君島委員。 

○君島委員 すみません、歳入でまず不動産売払収

入で、去年３筆ほど出してなかったので今回は科

目だけという形だということですが、これは大体

どのぐらいの単価で出しているのかちょっとお聞

きしたかったのと、場所によっておのおの価格が

違うと思いますけれども、大体、平均的なもので

どのぐらいなのかというのが１つと、支出のほう

で工事請負費に用水路の築造とあるのですが、ち

ょっとイメージ的に用水路というと農業の関係の

ようなイメージがしてしまったものですから、例

えば道路の路面排水とか、あるいは雨水排水のた

めのものという形でするのか、その辺ちょっとど

ういう意味で用水路なのかというのをご説明お願

いしたいと思います。 

○磯飛委員長 人見区画整理課長。 

○人見区画整理課長 それでは、西地区の保留地で

ございますけれども、保留地が３カ所ほどござい

まして、坪単価ということですけれども、場所的

には大原間小学校の北西側でございますけれども

２カ所ございまして、そちらが昨年度の売り出し

で公募したのが11万3,400円、それから13万6,500

円ということで公売にかけたところでございます。

もう１カ所が、それよりは県道に近いところです

けれども、ちょっとこれではあれですね、図面上

はあれですけれども、そちらが12万9,900円とい

う坪当たりの単価ということで、公売ということ

で募集したところでございます。３つとも売れな

かったということで、費目存置だけということで

計上したところでございます。 

  もう１件でございますけれども、用水路築造と

いうことですけれども、こちらにつきましては、

区画整理区域内を弥六堀という用水路が流れて、

図面でちょっと、図面の左上のところで建物が８

戸ほどずらっと並んでいるところがあるのですけ

れども、そのちょっと左側に斜めに走っている水

路が、赤いところに斜めに走っているというとこ

ろがわかるのですが、建物の図面のところの左上

のところから建物の下で直角に曲がってまいりま

す。直角に曲がって、左下のほうに曲がってくる

水路ですけれども、こちらが本線と支線ありまし

て、それぞれこの区域ですと84ｍと47ｍというこ

とで、210ｍほどあるのですけれども、こちらが

まだ水利権者もおりまして、こちらについては改

修工事といいますか、ここに築造工事を行うとい

うことで予定しておるところでございます。 

○磯飛委員長 君島委員。 

○君島委員 わかりました。ただ、この弥六堀につ

いては、当然、暗渠で整地した中というわけには

いかないので、道路沿いに持ってくるような形に

なると思いますけれども、そのときには一応あれ

ですか、道路の側溝、路面排水用も兼ねた形で持

っていくような形をとるのですか。 
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○磯飛委員長 芳賀区画整理課長補佐。 

○芳賀区画整理課長補佐 弥六堀につきましては、

独立して敷設してまいります。 

○磯飛委員長 君島委員。 

○君島委員 わかりました。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  では、議長をかわって、私のほうで質問したい

と思いますので。 

（議長、副委員長と交代） 

○室井副委員長 磯飛委員長。 

○磯飛委員長 簡単な質問ですけれども、建物と物

件移転補償についてですけれども、この図面の中

で22年度は14戸移転を予定しているということで

すけれども、この移転、今ある建物はこの区画整

理地内に移転するのですか、それとも地域外に移

転するのですか。その辺……。 

○室井副委員長 人見区画整理課長。 

○人見区画整理課長 これは大きく分けまして、ち

ょっとわかりにくい、一番右上の角のところにあ

る家につきましては、これは地区内であります。

それから、そのすぐ西隣といいますか左側ですけ

れども、こちらはアパートでございまして、12棟

ございまして、こちらは取り壊し……。 

〔発言する人あり〕 

○人見区画整理課長 すみません、かわります。 

○室井副委員長 平石区画整理課管理係長。 

○平石区画整理課管理係長 移転につきましては、

まずはこれ区画整理事業の場合、従前地というも

との土地がありまして、今度、道路とか区画を全

部直すのですね、きれいな形で。ですので、従前

地、もとの土地があって、今度新しく換地という

のがもらう土地になるのですけれども。ですので、

全部、換地自体はこの区域の中におさまる形にな

ります。一応、従前地から換地のところに移して

いただく補償費としてお支払いするのですけれど

も、建物自体はそちらに移しても移さなくても、

取り壊しただけでも構わないですし、地区外に移

しても構わないわけですし、とりあえずもとのと

ころをきれいにしていただくという形の補償にな

ります。 

  以上です。 

○室井副委員長 磯飛委員長。 

○磯飛委員長 わかりました、すみません。 

（副委員長、委員長と交代） 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ほかにないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決します。 

  議案第13号 平成22年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり承認することで異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２０号の説明、質疑、討

論、採決 
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○磯飛委員長 続きまして、議案第20号 平成22年

度那須塩原市土地区画整理事業特別会計予算を議

題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  人見区画整理課長。 

○人見区画整理課長 （議案第20号について説 

 明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  君島委員。 

○君島委員 これ、１款の収入のほうで、事業収入

で１億6,000万円くらいを上げているのですけれ

ども、これはあれですか、一般の保留地ですか。

というのは、結局、減歩の対象で減歩にこれ以上

してしまうとまずいので、金銭的な形で換地する

ところに土地をつけて保留地として処分しますよ

という形で入れてくるものと、一般で公募するや

つとありますよね。この１億6,000万円について

は、一般の公募での売払収入ということでよろし

いのでしょうか。 

〔発言する人あり〕 

○磯飛委員長 挙手をお願いします。 

  人見区画整理課長。 

○人見区画整理課長 こちらにつきましては、借り

入れを起したときが一般の保留地の公売ですか、

その予定金額内ということで起しておりますので、

すべて一般の保留地の予定でございます。 

○磯飛委員長 君島委員。 

○君島委員 先ほどの一般会計のほうで、昨年度３

筆の部分が西地区をやっているときの半値近く、

大体七、八割弱の単価ぐらいになるのかなと思う

のですけれども、それでもちょっと売れなかった

というのですが、北地区のほうは大丈夫ですか。 

○磯飛委員長 人見区画整理課長。 

○人見区画整理課長 北地区につきましては、予算

のほうでも保留地につきましては不動産の鑑定評

価等を入れて販売等をしているところですけれど

も、今年度につきましては13区ですか、北地区で

募集したところ、売れたものは１つということで

ございます。 

  その前の年が、やはり４区画売れたという事情

はあるのですけれども、厳しい状況は続いている

ということは事実でございますけれども、売れる

という予定で組んでいるところでございます。 

○磯飛委員長 君島委員。 

○君島委員 わかりました。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 私も関連ですけれども、北地区は何区

画あるのでしょうか。それで、この金額から落ち

たときに多分一般住宅の感じでいけば、最低でも

16区画とかその前後になるのかなと思うのですけ

れども、その辺の見込みが、再度追い打ちかける

ようですけれども、あわせてご答弁お願いします。 

○磯飛委員長 人見区画整理課長。 

○人見区画整理課長 一般の保留地は、保留地の区

画が２つに割ったとかそういったこともあります

ので、正確にはあれですけれども、今は44カ所で

す。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 44区画ですね。 

○磯飛委員長 人見区画整理課長。 

○人見区画整理課長 はい。というようなことでご

ざいまして、それに処分済みのものが15区画あり

ます。 

〔「そのぐらいね」と言う人あり〕 

○人見区画整理課長 はい。それで、今回の予算に

つきましては、これまでも計上したものが返還金

相当額を計上いたしまして、売払収入として計上

いたしまして、平成22年度におきましては大体予
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定した額の販売価格になったのですけれども、今

年度につきましては１区画ということなので、こ

ちらにつきましては売れなかった場合は一般会計

に繰り入れということで処理されてきたという。 

〔「何区画か」と言う人あり〕 

○人見区画整理課長 それにつきましては、どの区

画ということで値段……。 

〔発言する人あり〕 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 見込みはどのぐらいの区画で考えてい

るのですか。 

○磯飛委員長 平石区画整理課管理係長。 

○平石区画整理課管理係長 一応、売り出しが18区

画ですけれども、このうち６区画販売ということ

で予定……。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 はい、了解です。 

○磯飛委員長 私のほうから。 

（議長、副委員長と交代） 

○室井副委員長 はい、どうぞ。では、磯飛委員長。 

○磯飛委員長 西も北も合わせてですが、今まで販

売して、そして購入した方は、個人情報等々も含

まれてしまうと思うのですけれども、市外の方か

県外の方か、あるいはここにいた方か、その辺の

大分類でもいいのですけれども、お知らせいただ

ければと思います。 

○室井副委員長 平石区画整理課管理係長。 

○平石区画整理課管理係長 大体、半々ぐらいです

ね、市内の方と市外の方は。 

○室井副委員長 磯飛委員長。 

○磯飛委員長 なるほどね、半々ぐらいね。 

○室井副委員長 平石区画整理課管理係長。 

○平石区画整理課管理係長 はい。 

○室井副委員長 磯飛委員長。 

○磯飛委員長 了解です。 

（副委員長、委員長と交代） 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ほかにないようですので、質疑を終

了いたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決します。 

  議案第20号 平成22年度那須塩原市土地区画整

理事業特別会計予算は、原案のとおり承認するこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

  以上で、区画整理課の審査を終了し、建設部の

審査をすべて終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○磯飛委員長 以上で、建設水道常任委員会を散会

いたします。 

  なお、明日は10時からこの会議室で審査を行い

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

散会 午後 ２時２５分 
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   〔下水道課〕 

    ・議案第１３号 平成２２年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１８号 平成２２年度那須塩原市下水道事業特別会計予算 

    ・議案第１９号 平成２２年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計予算 
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開会 午前１０時００分 

 

◎委員長あいさつ 

○磯飛委員長 おはようございます。 

  散会前に引き続き、建設水道常任委員会を再開

いたします。 

  本日は上下水道部の審査を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審議とと

もに昨日同様、円滑な進行へのご協力をお願い申

し上げまして、あいさつとさせていただきます。

座ったままで進行させていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎上下水道部の審査 

○磯飛委員長 これより、３、審査事項に入ります。 

  まずは、上下水道部長のごあいさつをお願いい

たします。 

  江連上下水道部長。 

○江連上下水道部長 （挨拶。） 

○磯飛委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎下水道課の審査 

○磯飛委員長 それでは、下水道課の審査を行いま

す。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１３号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 議案第13号 平成22年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  君田下水道課長。 

○君田下水道課長 （議案第13号について説明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  平山委員。 

○平山委員 ページ59ページから60ページにかけて

の合併浄化槽の設置整備事業ですか、これが出て

いたのですけれども、これは国から約3,000万円

でしたっけ、県から2,000万円、市単で5,000万円

という意味で１億円という予算で、組み方でよろ

しいでしょうか。それとあと、市単独事業で10基

というのがちょっと提示されているのですけれど

も、この10基に関してはどの地域に認可区域が対

象かどうかお願いいたします。 

○磯飛委員長 君田下水道課長。 

○君田下水道課長 平山委員さんご指摘の予算の内

訳に関しては質問のとおりでございまして、市単

10基につきましては、下水道認可区域内でありま

すが、その整備に相当の時間を要するという、７

年とか８年とかかかるようなところにはそういう

補助金が、国から補助金が出ないものですから、

市単独として補助金を出しているという形になっ

てございます。 

  以上でございます。 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 地区につきましては、今、

ご説明あったように認可区域内でもなかなか整備

できない区域ということで、大田原境のほうの下

永田地区、それから、現在でいえば二つ室地区、

それと井口地区も単独対象ということになってい

ます。 

○磯飛委員長 平山委員。 

○平山委員 これは大きさがありますよね、規模が

何人槽、何人槽、これはこの10基は限られたので
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はなくやるのですか、内容として。 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 単費の10基については予算

上、確保していまして、使用する方が５人槽、７

人槽を建物の大きさによって選べるという部分の

予算で統合されております。 

○磯飛委員長 平山委員。 

○平山委員 これ補助率というのはどのぐらいでし

たっけ、例えば５人槽で、そのうちの何分の１を

市で…… 

○磯飛委員長 君田下水道課長。 

○君田下水道課長 金額は国の厚生省のほうで決ま

っておりますので、５人槽で33万2,000円になりま

す。７人槽が41万4,000円、あと10人槽というのが

ありますが、これは54万8,000円の大きな…… 

○磯飛委員長 平山委員。 

○平山委員 すみません、地域の下永田地区という

のはいろいろ広くあるのですけれども、大体どこ

ら辺、わかりましたら後でも結構ですから教えて

ください。 

〔「じゃ、後ほど」と言う人あり〕 

○平山委員 お願いいたします。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  植木委員。 

○植木委員 今の平山委員に関連する質問にもなる

のかなという感じがするのですが、私がちょっと

聞きたいのは、現在、二つ室地区で下水道工事を

ずっと３・３・１のほうへ向かって上がってきて

いる状況があると思うのですが、あれについては

どこへこの予算が計上をされてきているのか。こ

の95ページの公共下水道費というところへ入って

きているような状況のものでよろしいのですか。 

  それからあと、その工事の内容についてちょっ

とご説明いただきたいのですが、なんじゃもんじ

ゃ通りからずっと上がってきていますね。 

○磯飛委員長 君田下水道課長。 

○君田下水道課長 今のご質問ですが、特別会計の

下水道会計のほうで、それはご説明申し上げたい

と思っています。 

〔「そっちでね」と言う人あり〕 

○君田下水道課長 一般会計の繰出金になりますの

で、申しわけございませんが。 

〔「じゃ、そっちで」と言う人あり〕 

○君田下水道課長 特定環境のほうで工事進めてお

りますので、お願いいたします。 

〔「わかりました。了解です」と言う人あ

り〕 

○磯飛委員長 では、後ほど特別会計のほうで再度

ご質問をお願いいたします。 

  ほかにございませんか。 

  舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 すみません。先ほどの特定

区域下水単独持ち出している区域ですけれども、

１つは、石林地区で乃木神社より大田原のほうに

抜けるところがあるのですけれども、こちらの住宅

がちょっとあれですよということで、これが旧の

400号ですか、平山議員さん宅があるあたり……、

ここに大田原処理区というのがあるのですが、こ

れは大田原のほうに水が流れる区域ですが、一

応認可区域に入っていまして、なかなか整合性

がとれないという部分で整備がおくれている部

分に、こういう部分について単費のほうの補助

金、浄化槽を設置する人には差し上げておると

ころです。 

  それから、このエリアになりますが、清峰高校

とか大山小学校がある区域ですね、この地域につ

いて認可区域になっている方についても特定区域

ということで差し上げている部分ございます。 

  それから、二つ室の区域でちょっと色が濃くな

っている部分、こういった部分についても一応認
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可区域内ということですが、なかなか整備が進ま

ないということで、こういった区域には浄化槽の

補助金を差し上げている。この図面については特

定区域の図面を下水道課のほうにあるものですか

ら、ここへ持ってきていないので大変申しわけな

いのですけれども、特定区域については市の市長

のほうで指定するというような状況で、毎年整備

状況によってエリアが変わるという状況になって

おります。 

○磯飛委員長 平山委員。 

○平山委員 それは一般の方には広報か何かでお知

らせしているのですか。 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 特定区域のエリアの広報は

特にしておりません。基本的に広報のほうには浄

化槽の補助金が住宅に対して補助金が出ますよと

いう広報を載せてＰＲはさせていただいています

ので、その中に公共下水道が整備されている区域、

農業集落排水が整備されている区域は補助対象に

なりませんよという形で一応出させていただいて

いますので、あとは設備屋さんが、浄化槽の申請

に来る設備屋さんが、そういった部分については

常に窓口のほうで確認をしている状況であります。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 では、私のほうからちょっと議長を

かわりまして。 

（議長、副委員長と交代） 

○室井副委員長 磯飛委員長。 

○磯飛委員長 今、平山委員の質問に関連するので

すけれども、認可区域の中で浄化槽を設置したい

という予算が10件ということですが、10件を上回

った場合の予算確保等はできるのか、また対応で

きるのかということと、もう一つは、先ほど課長

補佐の説明の中で、言葉じりをとらえるようで恐

縮ですけれども、乃木神社裏の石林地区ですか、

それで流域の下水道の中には整合性がとれないと

いう説明があったのですが、その中身をちょっと、

どういうことで整合性がとれないかということを

お聞かせください。 

○室井副委員長 君田下水道課長。 

○君田下水道課長 予算が不足した場合の対応とい

うことですが、それは補正のほうで対応していく

形になってございます。 

  その整合性でということですが、これは流域の

考え方、この石林地区の汚水が流れるというのは、

大田原市内のほうに持っていくという形で計画認

可されているものですから、ちょっと大田原市と

の関係で合意がとれない関係で持っていけないと

いう形で、認可はとってありますけれども、事業

が進まなかったということでございます。 

○室井副委員長 磯飛委員長。 

○磯飛委員長 その流域の大田原市との話し合いが

つかないということですが、大田原市に対しては

申し入れを行っているかどうか。 

○室井副委員長 君田下水道課長。 

○君田下水道課長 当初その認可をとるときにはそ

ういう形、大田原市に接続させてくださいという

申し入れは申込書、文書で申し入れはしてあるの

ですが、その後なかなか話が進まないでそのまま、

新たに最近になっては特段の申し入れはしてござ

いません。 

○室井副委員長 磯飛委員長。 

○磯飛委員長 今年度も何件か大田原境のほうで那

須塩原市の下水を利用した、あるいは那須塩原市

の住民が大田原市を利用したという、どっちだか

ちょっと記憶が曖昧ですけれども、何件か例はあ

ったのですけれども、そういう事例のある中で、

今の箇所の整合性がとれない、進まない理由とい

う特別な理由でもあるのでしょうか。 

○室井副委員長 江連上下水道部長。 
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○江連上下水道部長 話し合いが進まないというこ

と、確かにそういう申し入れをしてないというの

は、１つには、やはり市のほうの予算づけがそれ

ほど大きくないので、今の幹線を特環の部分を上

げているというのが１つ大きな市の予算の状況も

あります。 

  それと、そもそも大田原市に流すというのは地

理的な条件で文化会館付近、大田原市のハーモニ

ーホールですね、あの付近と石林地区の２カ所が

あるわけですけれども、それらについてはきちん

と平成９年に覚書を締結して、大田原市と受け入

れますよという話は、覚書は現存してあります。

ですから、それはそういうことでいけば協議には

なるのですけれども、大田原市もやはり余裕のあ

る関係を持って整備をしているわけじゃありませ

んので、その余裕のない中に流すということにな

ると、那須塩原市が負担をして管系を、新たな管

を入れるとか、そういったことも出てくるので、

なかなか話も出てなかったというのも一つありま

す。 

  そういったもろもろ受け入れる、受け入れない

というものについてはうちのほうの状況もあるし、

大田原市としての考えもあるので、今のところは

進んでいないというような状況です。 

○室井副委員長 磯飛委員長。 

○磯飛委員長 ちょっとしつこいようで恐縮ですが、

これからどこの自治体においても国を含めてなん

でしょうけれども、もう私が言うまでもなく財政

的には大変厳しくなってきている中で、やはり広

域に及ぶ連携というものがこれから地域住民の生

活の効率を上げる上で大変重要な課題になってく

ると、きていると思うのですけれども、今回は下

水道ですけれども、そういった面で今後下水道の

供用というのですか、お互い使い合うということ

の話し合いを進めていくというようなことはでき

ないものなのでしょうか。考えをお伺いできれば

と思うのですけれども。 

○室井副委員長 江連上下水道部長。 

○江連上下水道部長 委員長さんの言われることは

ごもっともなことだと思います。それと１つには、

やはりそういった北那須の供用、北那須に行く区

域については大田原市さんに入れさせてもらうと

いうのも一つの考え方があると思いますけれども、

それともう一つは、やはり下水道、公共集合処理

と単独処理、そういったことをきちんと使い分け

をして市の負担というのを、いつまでもだらだら

と大きく広げていくのがいいのかどうかというよ

うな考え、１つ考える必要があると思います。 

  そういったことで、今、生活排水処理構想とい

う市民会議を立ち上げて、そういった中で審議を

してもらっているということもありますので、い

ろいろそういう１つには、きちっとその市の中で

どういう方法がいいかということを考えるという

ことが重要だと思います。確かにそういう連携と

いう広域的なもの、作業というのは必要だとは思

いますけれども、まずは市の中できちっと精査を

していくということが必要だろうとは思っていま

す。 

（副委員長、委員長と交代） 

○磯飛委員長 それでは、そのほか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ほかにないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第13号 平成22年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり承認することで異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１８号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 続きまして、議案第18号 平成22年

度那須塩原市下水道事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  君田下水道課長。 

○君田下水道課長 （議案第18号について説明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  ちょっと待ってください。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

 

再開 午前１０時３１分 

 

○磯飛委員長 休憩前に引き続き再開いたします。 

  植木委員。 

○植木委員 先ほどは大変失礼いたしました。実は、

自分の地域に近いから聞いているというわけでも

ないのですが、情報としてある程度、的確なもの

をつかんでおかなくちゃならないということがあ

りまして、再度お聞きするわけですが、なんじゃ

もんじゃ通りのほうからずっと下水道工事が上が

ってきているわけですが、現在それでたまたま二

つ室地区ですか、十字路のところに向かって上が

ってきているような状況ですが、あの工事につい

て現在の状況の内容について、まずご説明をいた

だきたいのです。 

  それともう１点は、去年、おととしになるのか

な、年度的には前年度、去年度ですが、いわゆる

乃木神社前の参道で下水道工事がやはり途中まで

きていたと思うのです。道路というよりも真ん中

にぽっぽ通りがありまして、ぽっぽ通りから乃木

神社の入り口あたりまでは工事が多分進んだよう

な記憶をしておるわけですが、その後、継続して

そのぽっぽ通りの下から旧400号ですが、そこへ

向かって１期、２期として行うような内容の話を

以前議会のほうでお聞きしているような状況があ

ったと思うのですが、その部分に関しては何か今

回提示をされてないような気もするのですが、私

のちょっと勘違いかどうか、その辺を含めて、あ

わせてお聞きをしたいなと思っているのですが、

よろしくお願いいたします。 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 それでは、まず、質問の１

つ目としまして、二つ室幹線の現在の状況という

ことでございます。 

  ここにつきましては、毎年整備を進めておりま

して、最終的にはもう開通した400号、そちらへ

向かって整備を進めている状況であります。現在

まだ今、工事中ということでやっておりますけれ

ども、現在の工事が終了しますと、ちょうど農地

というか、開発を今やっているところがあるので

すが、住宅開発ですね。そちらが拾えるような状

態というような状況です。その後22年度について
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も随時上げていくという状況で考えております。 

  ちなみに、400号のバイパスについては推進工

法と、それから、今、上げている部分の一部につ

いてはポンプ圧送ということで、今後需用費がか

なりかかっていくわけには接続する件数がちょっ

としばらくはないというような状況であります。 

  それから、乃木参道の関係の下水道工事につき

ましては、とりあえず乃木参道部分の一部につき

まして、補助対象部分については完了しておりま

す。ぽっぽ通りから旧400号に向かう部分につい

てはちょっと流域が違いまして、一気にできない

という部分で、そちらについては今とめている状

況です。 

  今後の見通しにつきましては、今回の22年度予

算で一部市道がありまして、道路課のほうで舗装

復旧をするという市道がございまして、市道でい

いますとＮの450号という市道がございまして、

そちらが舗装復旧をかけるということで、舗装前

に下水道整備ということで現在砂利道ですが、そ

れを22年度工事でやるということで、それは乃木

参道のほうの下水道に流し込みということで、地

域についてはやはり順次、中のエリアを整備して

いくという部分もございます。 

  以上です。 

○磯飛委員長 植木委員。 

○植木委員 最初の二つ室のほうの住宅開発の部分

を拾うということで今、上がってきている部分の

工事の部分ですが、今年度は現状、この住宅開発

を拾う部分ぐらいまでのところの工事しか行われ

ないのか、あるいはもう少し現在のところから何

百ｍか進むのか、最終的には何か前の答弁だと、

ひかり幼稚園のほうに向かうという状況のことを

聞いていますが、それについても計画については

変わりがないかどうか、それと最終的にひかり幼

稚園のほうへ回りまして、大山小学校のほうへい

くような予定だったような気はするのですが、最

終年度としてどこら辺の現状を予定しているのか、

その辺についても現状で判断できる範囲で結構で

すから、ちょっとお答えをいただきたいのですが。 

  それと、もう一つ、乃木神社参道のほうでは結

果的に下水道の工法が違うということで、ぽっぽ

通りのところまでで現在はとまって、中の状況を

拾っているという今、話、説明聞きましたが、実

際参道から400号まではどの程度の計画の見通し

になるか、その辺の言いにくいとは思いますが、

ちょっとお聞きしておきたいと思います。あの地

域の方が、結果的に上のほうは工事が進んだのだ

けれども、ぽっぽ通りから下だけ何でこないのだ

と、こういうことで非常にちょっと不満を持って

いるような意見が何点かあったものですから、大

枠だけ聞いておきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 まず、二つ室につきまして

は、今年度は住宅分譲されている区域までの距離

が今年度施工分ということで考えております。 

  今後の見通しにつきましては、予算上、22年度

の特定環境保全ということで予算上は上げていま

すが、一部大田原市境のほうに分譲地がありまし

て、そちらの部分に拾いにいくのは自然流化で拾

いにいけるということで、その分譲地のちょっと

先あたりに市道があるのですが、323号線、田ん

ぼの畦畔みたいな市道ですけれども、そちらから

迎えにいって分譲地内を拾うというような計画と、

先ほど委員おっしゃったようにひかり幼稚園のほ

うに向かっていって拾うと、ただ、ひかり幼稚園

のほうに向かっていく部分については逆勾配にな

りますので、先ほどちょっと申し上げたとおり

400号のそばにポンプ施設をつくりまして、それ

から戻して、大山通りのほうに戻すということに
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なりますので、ちょっと工事費がかなりかかりま

すので、どのぐらいのペースということについて

は今の段階でお答えできません。 

  それと、400号についても推進工法で上げて、

それから、400号の歩道部分に整備をしながら大

山小学校、清峰高校側にいくということになりま

すので、それについても皆目ちょっと今の段階で

何年ということを申し上げられません。 

  もう一つの、乃木参道、ぽっぽ通りから先の

400号側への部分につきましては、現在施工上は

確かに決まっておりますけれども、緊急的にそう

いう砂利道の舗装化ということが他の事業で起こ

りましたので、そちらを優先的に進めさせていた

だいている状況です。その後予算的な部分で確保

されれば、随時整備を進めていくということで考

えております。 

○磯飛委員長 植木委員。 

○植木委員 １点だけ、今の最終的なご説明いただ

いた、ぽっぽ通りから400号までの間の件で予算

がついて拾える状況になったらということですが、

その考え方はなくならないわけですよね。あくま

でも一たん進めていくという状況のもので、予算

がなくなったからこれは凍結したということでは

ないというお答えをちょっといただきたいなと思

って、今、意見を述べているわけですが。 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 現在の認可区域に入ってい

る区域ですので、下水道工事を進める特定環境と

して進める区域になっていますので、継続的に進

めていく状況下ではあります。ただ、何年という

話はちょっと見通しが今の段階で立っておりませ

ん。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  若松委員。 

○若松委員 165ページの１款２項１目の水処理セ

ンター費の中の委託料ということで、施設ポンプ

場維持管理業務という形で２億702万5,000円とい

うことですが、もうちょっと詳しく説明をしてい

ただきたいと思います。 

  それと、その下の２項２目の中の工事請負費で

マンホール及び管渠、補修工事の中の都市下水道

改修工事、この辺もちょっとわからないので説明

をお願いします。 

  あともう１点ですけれども、166ページの下水

道建設費の中の工事請負、幹線枝線ということで、

この辺の状況と工事がどのぐらいまでかかるのを

ちょっと明確に、場所とね、先ほど聞いたのです

けれども、豊浦、鍋掛地区と聞いたのですけれど

も、その辺もちょっと明確にお願いしたいと思い

ます。 

○磯飛委員長 君田下水道課長。 

○君田下水道課長 まず、水処理センターの委託料

の内容ということですが、こちらの黒磯の水処理

センター及び塩原の水処理センターを今現在、民

間委託しているわけですが、施設の委託料と、そ

れに付随しますポンプ場の管理業務委託料の予算

でございます。こちらの平成20年から22年までの

複数年委託で３カ年の契約で結んでいます委託料

でございまして、22年度が最終年度になるわけで

ございます。脱水汚泥処分につきましては、水処

理センターから生じます汚泥が出ますので、それ

を処分する委託料、年間約1,772ｔの脱水汚泥を

処分する委託料を見込んだものでございます。 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 すみません。２項２目の管

渠管理費の中の都市下水路改修工事についてのご

質問だったと思いますので、これにつきましては

現在、都市整備課のほうで進めております３・

４・１本郷通りがＪＲアンダー工事を現在進めて
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おりますが、そちらに伴う部分で、都市下水路が

既にあるわけですけれども、それが直角にちょう

どＪＲを下越しして入っている部分があるのです

が、そちらの都市下水路が大雨時に若干今までは

道側にオーバーフローしていたということがあっ

たものですから、３・４・１本郷通りが開通後に

オーバーフローしますと冠水状態になるというこ

とで、この都市下水路の堰関係を改修してオーバ

ーフローしないようにする工事を今回計上させて

いただきました。 

  それから、１項１目下水道建設費のほうの工事

請負費の幹線枝線の場所についてというご質問で

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○舟岡下水道課長補佐 これにつきましては、先ほ

ど課長から主な地域を申し上げたと思うのですが、

まず上厚崎地区についてはやはり主な部分といい

ますと、総合グラウンド西線、文化会館がある通

りですね。それの３・３・２号線が開通した埼玉

側、そちらのほうの幹線のほうを整備するという

ことです。 

  それから、あわせまして開通しました３・３・

２の地域の一部について接続された接道について

の同じ上厚崎地区の下水道工事、それと厚崎中学

校の西側、今年度も施工したのですが、同じく上

厚崎地区で住宅街、厚崎中学校の西側の高橋商店

から入った奥あたりですが、その地域の当たりの

整備、それから、下豊浦につきましては、現在ス

ーパービバホームのわきの疎水沿い寄りを上げて

いますので、その続きということで住宅の第２期

ということで計上させていただいています。 

  それから、鍋掛地区につきましては、昭和食品

の裏側というか東側、那珂川側に分譲地がござい

まして、その部分について下水道がまだ整備され

ていない部分の下水道工事という部分が主な部分

で、あとは東原、埼玉地区という部分については

私道の短い距離のほうの整備ということになりま

す。 

  西那須野地区につきましては、西富山、国道４

号のＢＭＷのディーラーさんから奥へ入った部分

について下水道工事を進めておりますが、そちら

についての小さい市道部分に整備ということでご

ざいます。 

  それから、太夫塚地区につきましては、過去に

下水道工事をやりました太夫塚公民館のわきの市

道ですが、そちらについての舗装復旧を行う予定

になっております。それと、太夫塚の400号の東

側の分譲地の道路の整備、そういった部分が公共

でやる工事区間になります。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 今の最後の説明の中ですけれども、こ

れは今現在進めているのは随分、今、場所的にち

ょっとあるのですけれども、この終了予定という

のはいつごろ、この舗装とか何か仕上げてきます

よね、その掘り返したところとかいう形の中が今、

出ていると思うのです、現場現場で、それの工事

終了する予定日なんてわかるのですか。 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 現在、公共下水道を整備す

るときには本復旧まで入れていない区域と入れて

いる区域があるのですが、一応今の段階では国庫

補助で本復旧を見込めていましたので、それは舗

装状況に見合った部分で整備を進めております、

余りにもひどい部分はですね。 

  今後については、今までの国庫補助という制度

が22年度からなくなりまして、一括交付金という

ことになったものですから、中身がさっぱりわか

りませんので、どこまで対象にするかというのが

まだ市のほうに来ていませんので、ちょっとお答

えできません。 
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○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 ちょっと当初予算質疑ではなくなっち

ゃうのですけれども、市債の部分ですね、公債費

になるのですけれども、昨年度は借りかえか何か

があったのでしたかね。残っているものの本数は

いっぱいあるでしょうから、利率の部分で高いも

のは何％ぐらいのものがあって、去年借りかえた

のが利率どのぐらいものに借りかえたのかという

ところをお知らせいただけますか、すみません。 

○磯飛委員長 君田下水道課長。 

○君田下水道課長 昨年度借換債ということで４億

1,750万円ほどの借換債をやっています。その前

の20年度に23億2,800万円で、その前が11億7,500

万円ということで、トータルで39億2,100万円ほ

どの借換債をやってございます。 

  当初の利率的には、19年度の利率が約6.7％以

上の利率の借換債をやってございます。20年度に

つきましては、５％から上の７％未満の借換債を

やってございます。21年度が一部残りました５％

から６％未満の借換債を実施しました。これは一

応本年度４億円借りかえをやるわけですが、それ

が大体0.631から1.15という形で３つに分かれて

借りかえやってございますので、ちょっと幅がご

ざいますが…… 

〔「年度では」と言う人あり〕 

○君田下水道課長 年度で、失礼しました。償還期

間の短いものが、７年償還ものが0.631％、あと

8.5年で償還するものが0.738％、11年で償還する

ものが1.15％の借りかえをしてございます。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 すみません、過去のものにまでさかの

ぼっちゃってすみません。この起債の限度額とい

うのは、すみません、全体像の予算のとり方の全

体像みたいな話になっちゃうのですけれども、起

債の限度額というのは基本的なことでどういう大

まかな算出で限度額というものが決められていて、

あと一般会計からの繰り入れの関係ですね、予算

組みというのが今年度の事業があって、限度額が

決まってきて、繰入金とのこの辺との相関関係を

基本的なことで申しわけないですけれども、ちょ

っとお知らせいただきたいと思うのですが。 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 地方債につきましては、工

事を行う場合に借り入れをしているのですが、国

庫補助事業ですと裏負担分の90％、市単独事業で

すと95％が借り入れ可能という扱いになります。 

〔「繰入金はどうやって算出、要するに足

んない部分が全部だだんと、こういう感

じになるのか、全体事業の中で」と言う

人あり〕 

○磯飛委員長 江連上下水道部長。 

○江連上下水道部長 １つには、基準内繰り入れ、

基準外繰り入れという考え方があると思うのです。

要するに、雨水とかそういったものについては

100％工事負担ということで、そういう原則です

から、そういったものにかかってくる地方債の償

還、そういったものは原則繰り入れしてもらう。

ただ、汚水についてはある意味受益者負担という

のがありますので、ちょっと今、資料持ち合わせ

ておりませんけれども、すべて公費で見る部分、

それから基準内で見る部分、基準外で見る部分と

いうように分かれていますので、そういったもの

でトータルをして積み上げていった額が一般会計

からの繰り入れになるということで理解していま

すけれども、今回、先ほど委員さんの質問にあり

ました高利率の繰り上げ償還、公的資金の繰り上

げ償還ということについては、やはりそういった

中で公債費の負担が非常に今、重くなってきてい

ます。今年度でも17億円、16億9,000万円ほど元
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金と利子で返すようになっています。その中で大

半、15億1,000万円ですか、一般会計から繰り入

れをしてもらっても、それは全部償還金に充てて、

なおかつ１億円以上足りない、２億円近い金が足

りないというようなことですので、そういったこ

とからそういうものの負担を低くするために繰り

上げ償還ということが出てきたのだと思います。

ですから、そういったことで今現在、200億円ぐ

らい、正確な数字ちょっと今あれですけれども、

予算書の中にあると思いますけれども、下水道の

特別会計で持っているということです。ですから、

その辺の繰り上げ償還をするに当たっての条件と

して、余り地方債をふやさないということと、あ

と効率的な経営という、そういったものが条件に

なって、そういった繰り上げ償還を持てています

ので、先ほどから出ていますように仕事はやりた

いというのはありますけれども、その辺のバラン

スをとっていかないとなかなか公的資金、繰り上

げ償還してもそれが今度は約束違反ですよという

ことになりますので、この辺が非常に難しいと考

えています。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 十分わかります。法定外繰り入れの部

分というのは、今年度の場合どのぐらい入ってい

るのか、あるいは入っていないのか。 

〔「今、調べてあれするのは到底無理です

ね」と言う人あり〕 

○関谷委員 いや、ざっくりでいいです。 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 すみません。21年度につい

てざっくりのざっくりで申しわけないのですけれ

ども、９月の議会のときの質問であったときに３

億円ということで答弁していると思います。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 大丈夫です。了解です。ご努力されて

いる部分は十分わかりますので、このことは大変

な事業だと思うのですけれども、より有利な借り

かえ等、今後も積極的に進めていただいて、少し

でも有利な健全な運営に努めていただければ結構

でございますので、以上で結構でございます。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  君島委員。 

○君島委員 それじゃ、まず使用料の中で水道の使

用料、加算分ですね。水道を使っている水道水以

外のものの流入の部分ですね、井戸水とか、そう

いう分ですね。そういう部分の算定、あるいは水

道は使っているけれども、酪農とかそういう部分

で流さない部分の水、こういう部分の差し引きみ

たいなのはやっているのかどうかというのをちょ

っと、ただ、農集のほうを見るとメーター、井戸

水用メーターなんていうのが出ているのですけれ

ども、公共下水道のほうにはそれがちょっとない

ものですから、そういう水道水以外のものとか水

道水をほかへ使ったときの扱いをどうしているの

かという部分と、あともう１点につきましては、

166ページで下水道建設費の中に、公有財産購入

費ということで第20幹線枝線関連用地ということ

で260万円ほど上がっているのですが、これにつ

いては、ここの中からすると多分管路敷か何かの

用地を買っているのだろうと思うのですが、地上

権の設定とか、そういうやつではいかなかったの

かどうかということで、ちょっとその２点につい

て説明をお願いしたいのですが。 

○磯飛委員長 君田下水道課長。 

○君田下水道課長 先ほどの君島委員からの質問で、

井戸水使用外の算定の仕方ということですが、一

般管理費の中には備品購入費といたしまして井戸

水検針用メーターということで、こちら載ってご

ざいまして、実際井戸の場合はメーターをつけて

いまして、あと酪農外ですか、その場合、下水道
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に流さないということはあるのですが、西那須野

地区にそういう事例もございまして、酪農農家の

ほうにメーターをつけまして、差し引きメーター

でやっているという事例もございます。一応専用

メーターつけて差し引きでやってございますので。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 土地購入関係のご質問のほ

うですが、これにつきましては鍋掛地区のアカデ

ミー教習所の下側といいますか、行きどまりの市

道があるのですが、そちら部分については下水道

が布設されていまして、それより西側については

民地を使わないと管渠が入らない区域がございま

す。その部分につきまして今年度、22年度ですね、

交渉しまして用地を取得して、後にはその部分を

通学路ということで、子どもたちがちょうど今、

山林を通っているものですから、子どもたちの歩

ける幅だけでも上下水道の上を使わそうというこ

とで、加工するようなことで事業を考えておりま

す。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 すみません、それと若松委

員から先ほど箇所についての質問がございました

けれども、公共部分しかちょっと答弁していなか

ったものですから、特定環境保全関係についても

箇所を申し上げます。 

  １つにつきましては、先ほど委員さんのほうか

らありました、二つ室幹線を上げていく部分が22

年度考えております。 

  それと、もう一つは乃木参道の話がちょっと出

ましたけれども、乃木参道の舗装が非常に悪い状

況になっていますので、そちらの舗装復旧を考え

ております。 

  それと、井口下水道工事ということで、赤田・

井口汚水幹線ということで、最終的には国際医療

福祉病院までの幹線を、今年度一部着工していま

すが、それを上げていくというのが主な路線であ

ります。 

  それから、浸水対策関係につきましては、現在

進めております百村川第３幹線の最終年度という

ことで、それは課長が説明した区域、下永田地域

ですね。 

  以上でございます。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  平山委員。 

○平山委員 すみません、ただいまのあれですけれ

ども、特定環境の今、工事請負の舗装復旧で乃木

参道というようなことだったのだけれども、乃木

参道の両側には舗装というか歩道ですか、あれで

はなくてあくまでも参道、場所をちょっと。 

○磯飛委員長 舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 下水道でやれる舗装復旧と

いうのは、あくまでも下水道工事の管を入れた部

分ということでありますので、下水道管入れた部

分でセンターラインより片車線というか、工事や

った部分程度の荒れた状態部分を直すということ

で一応考えております。ですから、歩道のほうは

水道工事で入れているとは思うのですが、歩道部

分については下水道課のほうではちょっとできな

い状況です。 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 
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○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第18号 平成22年度那須塩原市下水道事業

特別会計予算は、原案のとおり承認することで異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、よって、原

案のとおり承認されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１９号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 続きまして、議案第19号 平成22年

度那須塩原市農業集落排水事業特別会計予算を議

題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  君田下水道課長。 

○君田下水道課長 （議案第19号について説明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  君島委員。 

○君島委員 農集につきましては、純然たる農集で

の収入というのが2,150万、五、六十万円ぐらい

程度しかないのですよね。歳出で管理するだけで

3,039万4,000円、管理費の支出だけでですね、償

還のほうは含めなくても、こういうような状況で

あるので、農集のほうの使用料の単価、これの見

直しというものが今後考えていくところがあるの

か、あるいは農集の部分を広域と合併させるとい

うような考え方があるのかをちょっとお聞きした

いのですが。 

○磯飛委員長 江連上下水道部長。 

○江連上下水道部長 農業集落排水事業の会計につ

きましては、下水道と同様、下水道につきまして

も８億円何がしの使用料で30億円からの予算を計

上しているということですので、農集だけが特別

ということではないとは思いますけれども、ただ、

なかなかそれをすべて料金で賄うというのはなか

なか難しいのかなと考えております。ただ、とは

いいながら、ある程度維持管理費についての賄え

るような部分というのは、ある程度のその経費を

賄えるような料金設定というのは必要になるとは

思っています。 

  そういった中で予算のほうでも計上しておりま

すけれども、下水道審議会というようなことで21

年度、22年度の中で、１つには生活排水処理構想

ということで先ほども出ましたけれども、その地

区にあった処理方法というのを今後選定していく

必要があるというようなことで、その集合処理、

あるいは個別処理、そういったものの色分けをし

ていくというのが一つの作業の中で、審議会の中

で議論されております。 

  それともう一つは、将来的に整備、あるいは維

持管理を含めた中で料金体系、今はやはり水道と

同様に塩原、西那須、黒磯、旧事業ごとに体系が、

水準も違いますので、そういったものをどうして

いくのかというようなことは、22年度の審議会の

中でさらに整備、あるいは維持管理のあり方も含

めて議論をしていきたいというようなことで今、

考えております。 

  それと、その他の中でご説明したいと思ってい

たのですが、生活排水処理構想については、今年

度、21年度、６回の審議会を開催いたしまして、

おおむねの話が煮詰まってきました。そういった

中で３月23日から３週間ほどパブリックコメント



－229－ 

に付したいということで、そういったものを一般

市民の方の意見等もいただきながら、生活排水処

理構想等をまとめていきたいと考えております。 

  いずれにしろ、料金についても水道同様議論と

いうか、今後話題になってくると考えています。 

〔「いいです」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 若干趣旨は君島委員と同じような部分

になってくるのですが、赤田はそこそこの接続率

になっていたと思うのですが、東部の本年度接続

率をどのぐらいを目標とされているのか。使用

料・手数料を当初部分で減額としていますけれど

も、その辺の理由とあわせてご説明ください。 

○磯飛委員長 答弁を求めます。 

  君田下水道課長。 

○君田下水道課長 接続率ですと、赤田側が84.2％、

東部が67％と委員ご指摘のように東部が接続率悪

いのですが、一応先ほどの下水道会計の中でご説

明しましたけれども、下水道水洗化促進対策の中

で農集も含めまして戸別訪問をやってございまし

て、未接続世帯ですか、そちらの戸別訪問、あと

はアンケート調査を出しまして接続率アップには

努めているのですが、なかなかこういう景気の状

況でお金がないとか、うちを建て直したというこ

とで接続率がなかなか上がらないというような状

況になってございます。 

○磯飛委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１３分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○磯飛委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 答弁を求めます。 

  舟岡下水道課長補佐。 

○舟岡下水道課長補佐 先ほどの使用料の減額の理

由でございますけれども、農集につきましては今

まで西那須野地区の公共下水道の使用料の単価の

算定の平均値をそのまま使用していたところです

が、ということは公共下水道のほうへは100㎥を

超える水を流しているところも当然ありますので、

原単位時点が130円ぐらいの原単位になるという

ことで、今回はより正確性を求めて有収水量で割

り戻しをしますと、大体一般家庭がほとんどとい

うことで60㎥を超えるのがそんなにないというこ

とでありますので、原単位を120円まで落としま

して、使用料を算定したために減額になったとい

うことで、より正確にさせていただいたというこ

とでございます。 

  大変答弁がおくれましてすみませんでした。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 わかりました。理由はわかりましたが、

いろいろな経済情勢等々の背景という部分も理解

はいたしますけれども、本来であれば赤田が84％、

東部67％という接続率の中で、赤田はかなり年数

がたっていて、過去にもなかなか接続率がさらに

伸びていかないというような理由も伺っておりま

すけれども、東部に当たっては、やはり67％とい

うのは余りにも低いと、事業化に向ける中でそれ

だけの同意というものも地域の理解も得ながら進

めてきている部分なので、やはり今年度念頭に当

たっては接続率を年間３％でも５％でもという目

的、目標を持って事業に臨み、それに伴った予算

というところでは分担金、使用料というようなと

ころが、むしろ積極的に増額の予算が組まれてし

かるべきではないかと、こう思うわけですが、も

う一度その辺についてお願いします。 

○磯飛委員長 答弁を求めます。 

  江連上下水道部長。 

○江連上下水道部長 今の関谷委員のご質問といい
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ますか、ご指摘ですけれども、それは十分に下水

道課としてもそういったことを踏まえて新年度、

現在も進めていますけれども、そのために管理係

という部分をつくりまして、接続率を高めるとい

うようなことでやっていますので、公共下水道の

みならず農集についても十分戸別の訪問とか、そ

ういったものをして、できるだけ接続率を高めて

いくというようなことに努めていきたいと考えま

す。 

  以上です。 

〔「了解です」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第19号 平成22年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計予算は、原案のとおり承認するこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

  以上で、下水道課の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１１時３０分 

 

再開 午前１１時３４分 

 

○磯飛委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎水道管理課・水道施設課の審査 

○磯飛委員長 ただいまから水道管理課及び水道施

設課の審査を行います。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２４号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 それでは、議案第24号 平成22年度

那須塩原市水道事業会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  菊地水道管理課長。 

○菊地水道管理課長 （議案第24号について説

明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  質疑、意見はありませんか。 

  若松委員。 

○若松委員 今、説明をるる聞いたのですけれども、

私は議案資料の中の水色の中で…… 

〔「議案資料」と言う人あり〕 

○若松委員 議案資料の51ページ、主な建設改良事

業で老朽管更新事業とか、危機管理対策事業、配

水管整備事業と主に出ていまして、金額もかなり
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の金額ですけれども、これで工事負担金と出てい

ますけれども、これで工事を進めていくとどの程

度まで進んでいっちゃうか、まだ本年度の22年度

の事業、その辺ちょっときのうの説明受けたけれ

ども、どこにそれが当てはまるのかわからない。 

○磯飛委員長 髙久水道施設課長。 

○髙久水道施設課長 今の中で石綿管更新事業と鋳

鉄管更新事業であります。石綿管更新事業につい

ては、ことしやることで残り158km、残りとして

は66％ほど、更新率は34％という形であります。

鋳鉄管については、もともとは8.3kmで黒磯の駅

前だけ見ています。これを22年度やることによっ

て33.7％が一応更新できるというような形で、残

りとしては4.5kmぐらい残ってくるという形でご

ざいます。 

  以上です。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 その老朽管の前158kmのところを何％

かちょっと忘れちゃったのですけれども、その残

った部分については、また継続で23年度いくとい

う理解でよろしいでしょうか。 

○磯飛委員長 髙久水道施設課長。 

○髙久水道施設課長 今のところ平成23年度まで補

助事業がつくというような形になっています。さ

らに、その24年度以降についても全国の実際の中

で延伸してもらうように、一応要望出していると

いうことなので、つくものということで補助事業

を見込んでございます。23年度も同じような形で

計上を見込んでおります。基本計画の中では28年

度までです。平均が大体21kmから22kmやってござ

います。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  平山委員。 

○平山委員 予算には関係がないかもしれないので

すけれども、こちら側の実施計画の中でちょっと

わからないことがあったので、初歩的なことでご

めんなさい。 

  危機管理対策事業で紫外線何とかと書いてあっ

て、クリプトストリジウム対策、これは何ですか。

すみません。 

○磯飛委員長 髙久水道施設課長。 

○髙久水道施設課長 クリプトストリジウムという

のは、要するに両面何とか……、じゃ、ちょっと。 

○磯飛委員長 茂呂水道施設課長補佐。 

○茂呂水道施設課長補佐 私が担当しているもので

すから、クリプトスポリジウムというのと、あと

ジアルジアという耐塩素性、水道は塩素で病原菌

を殺しているわけですが、その塩素でも死なない

病原菌がいるのです。これらを皆さんが飲んでし

まうと、腹痛ですね、下痢とか、そういうのを起

こしてしまうということで、それをやっつけるた

めには塩素じゃきかないということで、紫外線を

照射することによって、その病原菌が死ぬという

ことで、そういうおそれのあるところにはそうい

う装置をつけなさいということで厚労省のほうか

ら、もうつけなきゃならない施設として言われて

いるところに対してつけるものです。動物のふん

尿を介して広まっていく病原菌ということらしい

です。野生の動物です。 

〔「どういうところにつくの」と言う人あ

り〕 

○茂呂水道施設課長補佐 水をとってきますね。そ

れで、管のところにランプをつけまして、ランプ

で当てることによって紫外線が出ますから、その

紫外線で水の中にいる病原菌が死んでしまうとい

うことで。 

〔「野生動物に」「当てればいいのに」と

言う人あり〕 

○茂呂水道施設課長補佐 光を当てることによって、
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そこにある紫外線がその病原菌を殺すのです。だ

から、光を当てるのですね、その水、管の中に水

を通します。その管の中にランプがありまして、

そのランプから出た光が届けば、その病原菌は死

ぬという。 

○磯飛委員長 よろしいですか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 １つだけ、すみません。先ほどの資料

の12ページの２目の管路情報システム、マッピン

グシステムの構築業務ということで、これは

5,500万円計上されているわけですが、これは全

市ということでよろしいのかということと、これ

単年なのか前から従前からやっているのか、ある

いは今後もやっているのかですけれども、その辺

の年数ですね。 

  それと、合併して古いもの等々含めて、水道台

帳のほうがどの程度整備が整っていて、現状とし

てきちんと管の入っている状況やなんかが的確に

とらえられているかどうか、その辺まで含めてご

説明をお願いします。 

○磯飛委員長 髙久水道施設課長。 

○髙久水道施設課長 まず、この情報システムは全

市にまたがるかということでございますが、これ

については当然ながら今やっているもとの簡水道

なら簡水すべての事業を網羅して整備するという

形でございます。 

  あと、単年度、複数年度というのは、当然なが

らことし既にもう発注してございます。その中で

継続事業として、平成23年の３月11日の納期です

かね、その前にある程度、稼働試運転なんかをや

りたいと思っていますが、23年３月11日の納期で

複数年度という形で実施してございます。 

  それと、かつての水道台帳ということは当然な

がら西那須野水道、塩原水道、黒磯地区の水道、

今まで非常にいろいろ取りまぜていろいろな形で

管理してございますが、西那須野が一番いいとい

う形で、それらは当然ながら取り込んでいくと。

黒磯は、ある程度住宅地図に落としたものがござ

います。それらを含めて、それらをまた取り込ん

でいくということ。塩原については当然ながら紙

ベースしかないので、それを今度スキャナーで読

み込んで、そういう形でやる。給水台帳のほうは

全市入れましたので、それらもそのマップの中に

また取り組んでいくという形でやると。 

  ただし、その情報的なものですね。関谷委員が

今、不安視されたように的確に載っていないもの

も非常にあります。それについては現場調査とい

うのも、ある程度やっていただいて、それでも不

明確なものへはもうちょっと後になってまた調べ

るという形で進めていって、それらを含めて23年

３月ごろまでに全体をほぼ把握をしたいという形

で考えております。 

  以上です。 

○磯飛委員長 関谷委員。 

○関谷委員 そうしますと、台帳からの資料を落と

し込んでいくというだけじゃなくて、台帳の未整

備部分があるのかどうかまでは、ちょっと今のご

答弁ではわからなかったですけれども、そういう

ものも含めて実地検査も含めた業務委託という解

釈でよろしいでしょうか。 

○磯飛委員長 髙久水道施設課長。 

○髙久水道施設課長 台帳未整備についてはちょっ

とわからないところがありますが、現地を含めて

それらを含めて委託出してございますので、それ

らを含めて対応するというような形で進めます。 

  以上です。 

〔「了解です」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 先ほどお配りいただいた13ページ、消

火栓の設置工事で11基分とか出ています。これ場
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所的にどの辺だか、もしわかれば。 

○磯飛委員長 髙久水道施設課長。 

○髙久水道施設課長 消火栓設置については黒磯那

須消防と大田原消防という形で当然違いますので、

これについては事業を進める中で消防本部に問い

合わせながら進めていくということで考えてござ

います。黒磯地区については、本管の布設と同時

に合わせてやっていくので、それもやはり消防の

中でことしの計画がありますので、そのまま配管

に応じて指示いただいて設置すると言うような形

で進めます。 

  以上です。 

○磯飛委員長 若松委員。 

○若松委員 たまたま火事があって消火栓のないと

ころがあったものですから、そういうものはもう

今から計画に入っているのだか、どうなのだかち

ょっとわかんないのですけれども、地域からの要

望があったものですから、そこ本当に何もなくて

大変なことになったのですけれども。 

○磯飛委員長 髙久水道施設課長。 

○髙久水道施設課長 火事になって、すぐにつけて

くるというときもありますが、現実的には地元の

分団とかで消防のほうに、ことし例えば黒磯地区

７基あるという形で、その場所が合致すればその

指示に基づいて私どもが設置するというような形

になろうかと思います。黒磯地区は基本的に新し

い管路につけていっております。それで、もうそ

ういうところじゃなくて、先ほど言ったような火

事になったところということになれば、既存の管

につけるということも当然可能ですから、それら

は消防署の指示に基づいてやっていくということ

です。 

  以上です。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ほかにありませんか。 

  なければ、議長をちょっとかわって、私のほう

から。 

（議長、副委員長と交代） 

○室井副委員長 磯飛委員長。 

○磯飛委員長 先ほど配られた資料の６ページの水

道事業の中の総係費というのですか、その中の一

番下のほうの委託料の中に水道料金改定リーフレ

ット等配布業務、２回で367万円ほど計上されて

いるのですが、この配布業務のやり方、どういう

内容でやるか。予算が計上されるぐらいの業務を

やるのか、その辺含めてお聞かせください。 

○室井副委員長 菊地水道管理課長。 

○菊地水道管理課長 このリーフレット配布につき

ましては検針を、水道料を算定するメーターの検

針を行います。それとあわせて配布するというこ

とで、考え方としましては、上下水道料金の業務

委託している会社がありますので、それとその業

者に検針時に配布していただくと考えております。

それを２回。回数につきましては、岡本議員の一

般質問にありましたように、内容をご理解いただ

くように詳しく書いたもので配布したいと考えて

ございます。 

○室井副委員長 磯飛委員長。 

○磯飛委員長 予算も計上するぐらいの業務の内容

なのかと思って今、質問したのですけれども、一

般的に考えれば料金検針に行ってついでに、つい

でというと語弊があるのですが、あわせてやる、

新たに１戸１戸訪問して配布するのであれば当然

費用もかかってもしかるべきだと思うのですが、

検針に通常業務で行って、リーフレットを配るだ

けで予算がかかるというのはちょっと納得いかな

いのですけれども、一般的に考えた上でね、その

中では１件当たり幾らで見ているのでしょうか。 

○室井副委員長 菊地水道管理課長。 

○菊地水道管理課長 基本的には業務委託検針も一
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定の期間の中で検針を終わさなくちゃいけない。

それとそこへ配布業務がつくということで、あく

までもこれは見積もりを設計しました額なので、

実施に当たっては、再度今度は見積もり合わせな

り入札を行いますので、その額については下がろ

うかと思いますけれども、単価につきましては、

おおむね１件当たり13円という単価を出してござ

います。それで件数につきましては約４万5,000、

この水道使用者がおりますので、その２倍という

考えでございます。 

  以上です。 

○室井副委員長 磯飛委員長。 

○磯飛委員長 これ予算の関係、これから見積もり

という中ですが、先ほども申し上げましたように、

一般的、あるいは民間の企業でやる事業であれば、

新たに１戸１戸さっき言ったように訪問して配る

のであれば予算も発生してもしようがないと思う

のですが、検針と一緒にという作業でありますの

で、委託料、いろいろな検針まで含めて相当額の

委託料をお支払いしていると思うのですね。その

中で全市を挙げて取り組む料金の統一化、それの

説明に当たるものですから、これだけで頼むので

あれば当然しかるべきだと思うのですが、かなり

の委託料をお支払いしている中で、そのぐらいは

同じ企業、同じ事業をやっているという意識を持

って、本来であればサービスと、語弊があるので

すけれども、こういった料金が発せない中で配布

できないかというようなお話もしてもしかるべき

だと私は思うのですが、その辺の考えをお伺いし

ます。 

○室井副委員長 菊地水道管理課長。 

○菊地水道管理課長 あえて先ほど委員長が言いま

したように、年間幾らで委託している業務の中で

対応できないかということも我々考えたところな

のですが、やはり契約に基づいて業務を委託して

ございますので、それ以外だということで我々も

それは企業、配布は違うのですからやむなしと。

ただ、どのくらいの単価になるかというのは、こ

れは調査して、このくらいが妥当な金額かという

ものを割り出しましたので、今後は対応に当たっ

ては先ほども答弁させていただきましたように、

安く経費ができるような形で相手先と交渉はさせ

ていただきたいと考えておりますので、ひとつご

理解をお願いしたいと思います。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

（副委員長、委員長と交代） 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

  平山委員。 

○平山委員 今たまたまこの６ページの一番下の水

道水ペットボトルですけれども、これは何本で、

これはどこに、今後外に向かってお売りするとか、

そういうのはないのでしょうか。 

○磯飛委員長 菊地水道管理課長。 

○菊地水道管理課長 ペットボトルにつきましては、

今回で４回目の製作ということですが、１万本を

予定してございます。余剰販売について現在は検

討してございませんが、やはり水道水の安心・安

全性のアピールと、それから、万が一のときの備

蓄と、そういう部分を含めてつくるものでござい

ます。 

  今後、他市町も有料で販売しているところもご

ざいます。参考にはさせていただきたいと思いま

すが、事業に移行していく部分で多分収益を上げ

られるものと考えられますので、とりあえずＰＲ

用の部分で作成するという考えで現在はおります。 

  以上です。 

○磯飛委員長 平山委員。 

○平山委員 １万本、緊急の場合だとしたら、１万

本じゃ足りないのではないかなと思いますけれど

も、ふやすとかそういうのはないのですか。 
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○磯飛委員長 菊地水道管理課長。 

○菊地水道管理課長 本来それは役所全体でいえば

災害本部の業務でございます。ただ、水道事業と

してもある程度の部分で若干の蓄えは必要ではな

いかということで備蓄用もしておく。災害時、水

道が出ないという場合には水道事業としても給水

車３台ご用意してございます。また新潟地震など

でもありましたけれども、応援体制も整備されて

おりますので、そういう部分についてはそちらで

対応していきたいと考えておるところです。 

  以上です。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第24号 平成22年度那須塩原市水道事業会

計予算は、原案のとおり承認することで異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３９号の説明、質疑、討

論、採決 

○磯飛委員長 続きまして、議案第39号 那須塩原

市水道事業給水条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  菊地水道管理課長。 

○菊地水道管理課長 （議案第39号について説

明。） 

○磯飛委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 それでは、議案第39号 那須塩原市水

道事業給水条例の一部改正について、賛成の立場

で討論をしたいと思います。 

  本条例改正は、懸案でありました那須塩原市の

水道料金の統一というところでありまして、企業

会計、水道事業会計の独立採算制という視点から、

そしてまた市民の生活を守る上での安全・安心な

水の供給という観点からも避けては通れないもの

であろうかと思います。 

  これにつきましては、大変な審議会の開催、そ

して料金統一に向けての当局の大変なご努力があ

ったことと考えます。この水道事業が継続的に恒

久的な事業を継続していくという観点からも、施

設の老朽化、それの更新、そうしたものも踏まえ
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て独立採算として事業を行う上では大変に今回の

料金改定は市民の立場にも配慮され、そして、事

業運営の上でも十分に考え抜かれた料金体系であ

ると思います。激変緩和措置等々も含めまして、

十分な配慮もされており、ぜひ今後とも安全・安

心な水の供給に対しまして、そして健全な事業運

営に対しまして、さらなるご努力をお願いすると

ころであります。 

  最後に大きく料金が変わる、特に大きな負荷が

かかってくる地域の皆様方に対しましては、十分

な周知活動と懇切丁寧な説明をしていただきまし

て、広く市民全体に理解が得られるよう努めてい

ただきますことをお願い申し上げまして、賛成の

討論としておきます。 

  以上です。 

○磯飛委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 ないものと認め、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第39号 那須塩原市水道事業給水条例の一

部改正については、原案のとおり承認することで

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり承認されました。 

  以上で、水道管理課・水道施設課の審査をすべ

て終了し、上下水道部の審査をすべて終了いたし

ます。 

  以上で建設水道常任委員会に付託されました案

件についての審査はすべて終了いたしました。 

〔その他〕 

○磯飛委員長 それでは、４のその他に入りますが、

各委員から何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○磯飛委員長 事務局は。 

  事務局より報告があります。 

○佐藤書記 （その他について説明） 

  

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○磯飛委員長 以上で、建設水道常任委員会を閉会

いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 零時４０分 




